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はじめに

前稿１）では，日本資本主義の高度経済成長期を考察対象に設定して，この

高度経済成長局面が，日本型現代資本主義における歴史的展開段階の，その

如何なる構成ステージに相当するのか�　　�に分析メスを加えた。換言すれば，

一方で，すでに別稿で考察し終えた，高度成長期日本の「景気変動パターン」

という「現実的機構」分析を土台にしつつ，しかも他方で，現代資本主義論の

「本質的特質」解明を「参照軸」に置きながら，「高度成長日本型・現代資本主義」

の「現実メカニズム」とその「歴史的位相」とに，一定の理論的照明を当てたこ

とになろう。そしてそのような作業を通してこそ，この「日本資本主義の高度

成長過程」が，まず１つとして政治的には，�「日本的労資関係生成に基づく

労資関係＝階級闘争の体制内化」と「国民皆保険・皆年金を基軸とした社会保

障整備」とを媒介とした「階級宥和策」を前提にしたうえで，次に２つとして経

済的には，�「拡張的日銀信用と有効需要創出型財政運営」および「総体的・間

接的方式による成長刺激型産業調整機能」を柱とする「資本蓄積促進策」に立

脚して，まさに現実的に展開したこと�　　�が実証的に把握可能になったと

いってよい。したがってそうであれば，「現代資本主義の基軸」が，「資本主義
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の体制的危機における，『階級宥和策』および『資本蓄積促進策』を手段とした，

資本主義の延命を目指す『反革命体制』」という点にこそある以上，そこからさ

らに，�この「高度成長期・日本資本主義」がまさしく「日本型・現代資本主義

の『確立過程』」以外ではなかった�　　�という結論が導出可能なのも当然で

あった。まずこの点が肝要である。

こう整理できれば，本稿の課題が以下のように提起されてくるのもいわば

自明ではないか。すなわち，日本資本主義は２次に亘る高度成長過程を経験

した後，７０年代以降の２度の石油危機を契機としていわゆる「低成長経済へ

の移行」を余儀なくされるが，この「日本経済の『低成長化』」は「日本型・現代

資本主義」に対して如何なる「変質作用」を及ぼしたのか�　　�という論点が，

まさにここから直ちに浮上してこざるを得まい。換言すれば，「高度成長期」

が「日本型・現代資本主義の『確立期』」であった点に対質化させた場合，この

「低成長期」は「日本型・現代資本主義」にとっての，一体「どのような局面に相

当するのか」という論点に他ならず，ここから，分析視点の段階的歯車は１つ

先に進もう。

こうして，この点からつづめて表現すれば，「低成長経済―日本型・現代資

本主義」のまさに内的関連分析，この枢軸こそ，本稿の基本的課題に他ならな

いというべきであろう。

Ⅰ　基礎構造

［１］政治過程　まず考察全体の基本的外枠として，�低成長期の「基礎構

造」を形成するその「現実的機構」分析が必要となるが，最初にその「入り口」と

して，この段階の前提的条件をなす①「政治過程」２）から視野に収めておきた

い。そこで，特に「体制統合システム」の展開プロセスに焦点を合わせつつ，

差し当たり�「７０年代前半」�「７０年代後半」�「８０年代」の３局面に区分しなが

ら，その「政治過程」分析を試みていこう。まず第１に�「７０年代前半期」はど

うか。いうまでもなくこの時期は，７１年ドル・ショックから７３年第１次石油

危機にまたがる，日本資本主義のいわば「危機的局面」に当たっているが，ま

ず（イ）その「背景」はどう押さえられるのか。そこでいま特に政治的力学に即
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してその一般環境を追っていくと，差し当たり以下の３点が直ちに注目に値

しよう。すなわち，まず１つ目は�「革新自治体の展開」が注目されてよく，

それが，自民党保守政権に体制的危機を惹起させつつ新たな「体制的危機管

理」対応を生じさせた。やや具体的に列挙すれば，まず６４年段階で，横浜・大

阪・北九州など多くの革新市長が誕生し，その結果「全国革新市長会」の結成

（６６年８１市長）が実現されたが，そのうえで，６７年には東京でまた７１年には大

阪で，それぞれ革新知事の出現さえもみるに至る。こうして，５０年の京都知

事と並んで東京・大阪にも革新知事が生まれたわけであり，他方の「革新市長

会」の拡大（７４年１３６市長）とも相まって，自民党＝体制側への政治的インパク

トは大きかった。

ついで２つ目に，このような革新自治体成立の社会的基盤としては何より

も�「都市化の進展」が無視し得まい。つまり，自民党政府＝体制は，一方で，

高度成長の帰結としての都市化進行が生み出す，「物価・住宅・交通・公害」

という住民諸問題に有効な対策を打ち出せないとともに，他方で，この都市

問題の裏側といえる，農村の急速な崩壊と疲弊に対してもその打開策を適切

には提起できなかった�　　�といってよく，それがまさに政治的な保守地盤の

衰弱化＝革新自治体の興隆につながることになった。したがってそうであれ

ば，この「７０年代前半」における政治過程の基本的背景としては，結局３つ目

として，�「新しい利益統合化方式の要請」化としてこそ集約可能だと思われ

る。つまり，自民党・政府・体制側からは，「都市化→革新自治体拡大」とい

う危機に直面して，図式的には，以下のような「体制統合システム」への模索

が提起されていくことになった。やや立ち入って示せば，体制としては，国

民各階層の個別的な利益を吸い上げながらそれをまず十分に政治的・権力的

に「ろ過」し，そのうえでそれを「国民全体の利益」にまで「統合＝再編成」する

ことによって，最終的には，自民党＝体制のイニシアティブの下で「立法化＝

政策化＝政治化」を進めること�　　�これに他ならない。要するに危機管理の

進捗化である。

そのうえで，７０年代前半期・政治過程の（ロ）「展開」に目を移そう。さて，

以上のような「革新自治体の躍進→体制的危機の進展」に遭遇して，体制側は

新たな体制統合化ルートの模索に迫られるが，その主要な政策展開を取り上
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げると例えば以下のような新基軸が注目に値しよう。すなわち，まず１つ目

には（�）「開発政策」が目に付き，いま点検した「都市化対応の遅れ」の克服を

目指して，田中・三木両政権の下で，都市問題を主要ターゲットにしたいく

つかの「開発政策」が繰り出されていく。具体的には，自民党「都市政策大綱」

（６８年）・「新全国総合開発計画」（６９年）・田中角栄『日本列島改造論』（７２年）な

どが特に目立つが，これらの政策発動は，「公害防止・職住接近・土地取引規

制」という点では確かに「都市政策」ではあったものの，他面で，その主眼が，

民間資本に都市開発という新しい市場を提供する点に置かれた点も否定でき

なかった。まさにその意味で，この「開発政策」は，「都市住民に対する統合化

作用」という「『新型』の階級宥和策」とともに，「民間デベロッパーに向けた都

市開発市場の造成」という「『新型』の資本蓄積促進策」をも発揮したわけであ

り，最終的には，それを媒介にして，「利益配分を手段とした『草の根保守主

義の補強』」＝「危機の政治的組織化」と同時に，「需要創出を手段とした『資本

蓄積機構の補強』」＝「危機の経済的組織化」もが目論まれたのだ�　　�と図式

化可能ではないか。

そのうえで次に２つ目は�「構造政策」に他ならない。換言すれば，自民党

＝体制側からする，基本的な「体制造り」における「構造的政策転換」を意味す

るが，その主要な骨組みが，�　　�直面する体制的危機の構造からして�　　�「労

働環境の改善・社会資本の充実・良好な生活環境の創造・教育体制の整備」な

どに設定されたのは自明であった。つづめていえば，従来の「『成長追求型』か

ら『成長活用型』への経済運営の転換」（産業構造審議会『７０年代の通商産業政

策』７０年）こそが，「危機克服のスローガン」に定置されるに至ったが，その方

針に立脚して，具体的には以下のような展開をみた。すなわち，「公害対策基

本法の全面改正」（７０年）・「環境庁設立」（７１年）・「『福祉元年』宣言―社会保障

費２４％増」（７３年）・「独占禁止法改正の提起」（挫折）などであって，体制構造の

基本的枠組みに即したその再編成が進んだといってよい。要するに，体制維

持の新展開とみるべきであろう。

まさにこのような動向の帰結としてこそ，３つ目に�「福祉政策」が取り分

け顕著な進展を示す。そしてこの動きはいわば当然であって，革新自治体に

よる体制への政治的挑戦＝「社会的緊張の高まり」に直面して，体制側からは，
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「社会開発の推進」と並んで，「充実した経済力にふさわしい国民生活の安定と

福祉の実現」が政策目標のメーン・スローガンへと押し上げられてこざるを得

ない。まさにこのような意図からこそ，例えば「新経済社会発展計画」（７０年）

や「経済社会基本計画」（７３年）などの政府方針が提起をみるといってよく，そ

れを通じて，体制自らが，社会保障・社会資本などの現状に対する「国民の不

満の強まり」と「政策的対応の遅れ」とを自覚的に認識したうえで，あらためて

「このような国民の要望にこたえうるような政策の転換が必要である」と表明

していく。またそれに対して，７１年から７３年までの『経済白書』が「価値規範の

一大転換」とまで指摘したのも印象的であって，総じて，７０年代前半の「福祉

国家への傾斜」は一見して明瞭であった。

そこでこの「福祉政策進展」をいくつか検出すると，「児童手当法」（７１年）な

どの制度新設も無視できないものの，むしろ，「社会福祉部門の相対的拡充」

と並んで，既存の諸制度における財政的拡充・整備という側面での進行こそ

が目立った。つまり，そもそも７３年度予算がその編成段階から「福祉元年」・

「先進国なみの福祉水準」としてアピールされていたのも特徴的だが，事実そ

の中で，「７０歳以上の老人医療費無料化」・「健康保険の給付改善」・「月額５万

円年金の実現」などが政策化をみたといってよい。しかしその場合に，階級関

係視点からして重要なのは，体制主導のこの政策転換が，体制による，革新

自治体からのいわば「先取り」＝「取り入れ」に他ならなかった�　　�という政

治的関連であって，自民党政府＝体制からの，まさしくこのような「先取り的

受容」こそが，階級間の「政策的対抗性」を不明瞭にしつつ，やがて「体制統合

の再編」をもたらした点も明白であろう。

以上を前提とすると，では最後に「７０年代前半期・政治過程」の（ハ）「意義」

はどう総括可能であろうか。このように焦点を定めると，この「７０年代前半」

局面における「政治過程」的意義は，結局，「政策転換の生成を通す『体制統合

の再編』」にこそ求められてよい。というのも，７０年代に入ると，「経済の低成

長化」と「革新自治体の伸張」とを両輪にして「体制危機の広がり」が軽視でき

なくなるが，まさにこの「体制危機の広がり」に対する，体制からの緊急対応

形態こそ，「新しい利益統合化システム」を媒介とする，「危機克服」を目指し

た，「都市政策・開発政策・構造政策・福祉政策」などの一連の「政策転換体
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系」に他ならなかった�　　�からである。そして，その「再編＝転換」が「革新自

治体」政策の「先取り」という方式を採った点が重要であって，まさにそこにこ

そ，体制によるこの「７０年代前半」局面での「転換」が「体制統合システムの『再

編』」以外ではないことの，何よりもその「本質」が，見事に表出してきていよ

う。この点も押さえておきたい。

続いて第２に�「７０年代後半期」へ移ろう。そこでまず（イ）「背景」から入る

と，いうまでもなく「経済の低成長への移行」が決定的なポイントをなす。こ

の低成長化の現実過程は次に立ち入って検証するが，ごく大雑把に指摘した

だけでも，７３年＝第１次石油危機→７４・７５年＝ゼロ成長不況→７９年＝第２次

石油危機というプロセスを通して，高度成長の終焉と日本資本主義の低成長

パターンへの移行は明瞭となった。しかも，日本経済のこの低成長転換は，

同時に「世界経済の停滞・不安定化・対立激化」の増幅過程でもあった以上，

体制側からする統合化作用は，一層その役割強化が要請されていかざるを得

なくなった。まさにこのような「危機深化への対応」としてこそ，「７０年代後半

期・政治過程」はその進行をみるが，この中で，国家の体制統合化作用はさら

に一層の進展を実現する。

とすれば，「７０年代後半期・政治過程」はどのように（ロ）「展開」したのだろ

うか。そこで１つ目に�「経済政策」が注目されるが，まず（Ⅰ）「財政・金融政

策」はどうか。この財政・金融政策に関しては後に詳述する必要があり，ここ

では体制側のその政策的意図を確認するに止めるが，総体的にいって，政策

発動の基盤には何よりも体制統合という課題が透けてみえる。つまり，まず

一面では，列島改造ブームと石油ショックとが複合して激化した「狂乱インフ

レ」に際会して，国民生活防衛というスローガンの下で総需要抑制策が採られ

たし，さらにもう一歩積極的に，財政支出における「社会保障関係費」の比重

増加と公共投資中の生活環境整備の重点化もが進んだ。その点で，７０年代後

半期・財政金融政策の中で，「国民生活」への意識的なターゲット重視がまず

軽視できまい。しかしもちろんそれだけではあり得ない。そのうえで他面で

は，７５年以降に不況深化と物価安定化とが目立ってくると，総需要抑制策か

らの転換が図られつつ，その後は，低金利政策と財政スペンディング策強化

という資本活動刺激型へと舵が切り替えられる。こうして，７０年代後半期に
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あっては，景気局面の急激な転換に直面して，体制側からは，「国民生活―資

本蓄積」の「両にらみ」の下で，体制統合を目指した，目まぐるしい財政金融政

策発動が進行していく。

ついで（Ⅱ）「輸出促進策」が注目されてよい。というのも，７０年代以降のイ

ンフレ体質に制約されて，財政・金融政策の効果にはすでに一定の限界が目

立ってきている以上，資本活動刺激政策としては，「輸出拡大―景気刺激」を

意図した「輸出促進策」の必要度こそが上昇してくる�　　�からに他ならない。

まさにこのような見通しに立脚して，体制からする，戦略部門への政策的関

与が強められたといってよく，その対象分野としては，基礎素材部門・耐久

消費財部門だけではなくさらに先端技術部門にまで広がりつつ，ロボット・

���・半導体という最新セクターまでもが網羅された。そして，それを促進

した，体制による法的枠組み形成として，例えば，不況産業の整理を図りつ

つ戦略部門を促進して全体的な産業調整を実行した「特定不況産業安定臨時

措置法」（７８年）や，産業構造の知識集約化構想にもとづいて重点産業部門の積

極的な育成を課題とした「特定機械情報産業振興臨時措置法」（７８年），などが，

まさに効果的に機能したことは，いわば周知のことであろう。

しかし，それとの関係でさらに重要なのは，このような国家政策が，結局

は（Ⅲ）「企業経営誘導」的作用を強力に発揮した点ではないか。つまり，この

７０年代後半期においては，以上のような体制側からの経済政策が，民間企業

レベルでの経営構造転換へのいわば「呼び水」となって機能した�　　�という

ことに他ならず，例えば以下のような２つの方向に即して，企業経営変革へ

の「誘い水」として機能した。つまり，まず一方では，石油ショックに対応し

て展開された，企業レベルでの「減量経営」であって，それによって，企業の

諸コスト削減のみならず，「省力化・省エネルギー化のための技術革新投資」

が進捗したのは当然であろう。そのうえで他方では，これらの省エネ投資が

さらにまたマイクロエレクトロニクス技術自体を一層発展させたから，その

相互連関を媒介にして，��・マイコンという新規の戦略部門がまた独自の進

展をみたのは自明であった。要するに，７０年代後半期の経済政策体系が，最

終的に企業構造再編に結合していったのはいわば明瞭だといってよい。

ついで２つ目として�「政治・社会的統合構造」へと視点を転回していこう。
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そこで最初に（Ⅰ）「企業内統合」はどうか。さて，すでにふれたように，石油危

機克服の主要手段として�　　�国家政策にも支えられつつ�　　�企業による「減量

経営」の徹底化が進むが，それは，�　　�別の箇所で後に立ち入るように�　　�何よ

りも労働者間における「能力主義的競争」の一層の拡大・強化という姿で現実

化した。すなわち，この「能力主義的競争システム」は，すでに高度成長期・

労資関係の中で「日本型労資関係の成立」として定着しつつあったが，石油危

機を契機とした当面の「減量経営」徹底的進行に直面して，例えば以下のよう

な３側面に即してさらに一段の質的・量的な深化を遂げていく。まず第１側

面は「自発的な能力開発」と「企業忠誠心の浸透」であって，企業減量化はいう

までもなく「労働者選抜＝少数精鋭化」を伴う以上，そこでは，労働者は，た

だ生き残るだけのためにも「能力開発・企業忠誠心」をまさに「『自発的』に『強

制』される」以外にはない。ついで第２側面は，この「能力主義的競争」適用範

囲の全面化に他ならず，それは，「自主管理型・小集団活動」を通じて，企業

組織的には「生産部門から事務・営業部門へ」，また産業セクター的には「重化

学工業から製造業全体へ」と，それぞれ外的拡張をみながら全社会化に至る。

まさにこれらを土台としてこそ，第３側面として「資本主導の労働力流動化」

が向上をみるといってよく，失業増大の下での，配転・単身赴任・無償残業・

過労死などという不法な「労働力酷使」がいわば日常化せざるを得ない。要す

るに，この７０年代後半期には，減量経営スローガンの下に，「能力主義競争」

徹底化による「企業内統合」が進行していくのである。

続いて（Ⅱ）「政治的統合」に目を移すと，「革新自治体」席捲に伴う体制危機

からの脱却過程＝「巻き返し」が動き出す。つまり，７０年代後半・末を迎える

と，自民党＝体制側からの危機克服型・政治過程が始動するのであって，具

体的には，７８年には京都府・沖縄県・横浜市，また７９年には大阪府という代

表的な革新自治体がその政権を喪失することになる。しかもそれだけではな

く，さらに８０年衆参同日選挙では自民党が大勝していくから，体制による「政

治的統合」は，まさにこの７０年代後半期においてこそその一定の成果を挙げた

と整理されてもよい。しかしここで注意が必要なのは，この７０年代後半期は

体制による「危機克服プロセス」としてはなお過渡的局面にあった点�　　�で

あり，したがってその方向からすれば，７０年代前半期で試行され始めた，自



低成長経済と日本型現代資本主義の変質　　（村上）

－９－

民党＝体制による「政策転換」がなお大きくは変化しない点も当然であろう。

いうまでもなくその基調変化は，８０年選挙後に訪れる。

まさしくこのような「過渡的局面」を象徴するものとしてこそ，７０年代後半

期における，体制側からする（Ⅲ）「将来構想」の提案が続く。その場合，この

ような体制からの将来構想プランは，行政と民間シンクタンクとの共同機構

である「総合研究開発機構」（����，７４年）を通して提起された点が特徴的だ

が，まさにかかる「体制―民間」統合体によってこそ「体制の２１世紀戦略」が打

ち出されるといってよい。そして，この体制側からの「構想戦略」の代表例こ

そ，７５年「『２１世紀の課題』プロジェクト」・７６年「政策構想フォーラム」・７８年

『事典・日本の課題�　　�「２１世紀」研究プロジェクト』に他ならないのであり，

このような作業を媒介としながら，体制側は，「高度成長後の先進国的な諸問

題への対応」と「経済大国としての国際環境激変への対応」を見据えながら，

「分権・参加・文化・環境」などに関する「政策構想」を提起していった。まさ

に「過渡期における模索」以外ではない。

そうであれば，この７０年代後半期「政治過程・展開」の�「帰結」は結局次ぎ

のように集約可能であろう。すなわち，７０年代後半期「政治過程」は，「革新自

治体の興隆」と「ドル・オイルショック」とに挟撃されて深化した「体制的危機」

の「７０年代前半期」と，「革新自治体崩壊」と「自民党大勝」とを基盤とした「体制

の建て直し」の「８０年代期」とを繋ぐ，いわば「過渡期的局面」だったのであり，

したがってそうであるが故に，「財政金融政策の二面性」・「企業と体制との連

合の下での企業合理化」・「模索型の将来構想提起」などという「流動的な体制

統合」に立脚した「政治過程」が展開された�　　�のではないか。

こうして，「７０年代後半期」に関する以下のような（ハ）全体的「意義」が最終

的に手に入る。すなわち，この「７０年代後半局面」は，一面では，企業内統合

の進展や革新自治体崩壊などの点で「体制統合の強化」局面であることが明確

だが，しかし他面では，「財政危機・経済摩擦・労働＝人間破壊・職場疎外・

学校＝教育破壊・環境破壊」という矛盾を強めた局面以外でないのも明白であ

る以上，国際関係・国内政治関係の不安定性とも相まって，結局それは，「体

制による危機管理＝統合化」のまさに「過渡的・再編成局面」としてこそ意義づ

けられるべきだ�　　�と。ここからこそ「８０年代の体制統合」が発現してくる。
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以上をふまえて，取り急ぎ�「８０年代期」へと進もう。そこで最初に（イ）「背

景」から入ると，まず総体的にみて，すでに確認した国内政治状況の地殻変動

に加えて，アメリカを中心とした日本に対する国際環境の一層の緊張化こそ

が，この８０年代の特徴だと思われる。そして，そのような国際条件への政策

的力点の移行は，逆からとらえ直せば，７０年代における体制的危機のその焦

点をなした「国内的体制統合」に対して，この８０年代には，すでにある程度の決

着が付いたことを意味するが，その「決着」の枢軸に，「革新自治体の崩壊」と「衆

参同日選挙の大勝」という，７０年代末・政治過程があった点は自明であろう。

しかもその場合には，この「対外関係重視型・体制再編成」の目的内容にこ

そ，むしろ強い注意を払う必要がある。というのも，従来は「対外的配慮」と

いえば，例えば貿易・経済摩擦への対処策などにもっぱら力点が割かれてき

たが，８０年代に入ると，そのような受身的な対応に止まらず，「国際秩序の中

心的担い手」という立場から「国際社会への積極的貢献」を果たすという，ヨリ

能動的なあり方に変容してくる�　　�からに他ならない。まさにヨリ「帝国主

義的性格」を強化した，８０年代型「対外的体制統合」作用が進行していく。

そのうえで，「８０年代・政治過程」の（ロ）現実的な「展開」へと進もう。そこ

で１つ目に（�）その「契機」が注目されるが，すでに何度も指摘した通り，そ

のターニング・ポイントが，８０年衆参同日選挙における自民党の大勝にある

のはいうまでもない。その点で，まずこの８０年選挙勝利こそがその直接的「入

り口」には違いないが，しかしそれ自体がポイントをなすわけではない。そう

ではなく，８０年代「体制統合の再編成＝政治的安定化」を可能にしたその条件

としては，「革新自治体つぶしの成功」・「企業体統合の強化」・「２度の石油危

機の乗り切り」・「経営者層の社会的発言力向上」などという，その客観的土台

こそが重要なのであって，これら諸条件が重層化することによってこそ，体

制側からする，「８０年代型長期戦略の提起」＝「８０年代型体制統合の再安定化追

及」が可能になるわけである。

まさにこのような土台に立脚してこそ，「８０年代・政治過程」が，自民党＝

体制の強力なイニシアティヴの下に展開していくとみてよく，後に具体的に

フォローするように，中曽根のリーダー・シップに従って，財政改革・行政

改革・民営化に即した広範な「８０年代型・体制統合」が実行をみた。そしてそ
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の「体制統合の総決算」こそ，８６年の衆参同日選挙以外ではなかったが，そこ

で自民党は３０４議席という圧勝を得たから，「７０－８０年代」を巡る「体制統合抗

争」は，自民党＝体制側の「勝利」という形で一応その幕を下ろしていく。

ついで２つ目に，では，この「８０年代体制統合」における，�その「原動力」

は何に求められるのだろうか。しかしその答えはすでに周知のことであって，

国家機構・政策のこのような構造改革を現実的に推進したエンジンは，いう

までもなく「臨時行政調査会」（８１－８３年）・「臨時行政改革推進審議会」（８３－８６

年）・「臨時教育審議会」（８４－８６年）という「審議会システム」以外ではなかった。

その際，審議方式の特徴としては，中曽根と気脈を通じた特定のブレーン達

が，行政部の抵抗を押さえながら「大胆な」提案を打ち出し実施した点�　　�に

こそその目玉があったといえるが，そのメンバーに，政治家としては中曽根

や後藤田正晴，また財界人としては土光敏夫・瀬島龍三などといういわゆる

「大物」が参加した点にも，これら「臨調体制」における実行力発揮の秘密が存

在したとみてよい。

そうであれば，次の問題は，この「臨調体制」の�「内容・手法」に直ちに絞

られてこよう。そこでまず（Ⅰ）「改革の分野分類」に関する積極的提起が前提

をなすが，臨調による改革は，以下のような３つの「分野分類」に立脚して遂

行された。つまり，①「行政責任領域の見直しが不可欠なもの」�　　�農業・社

会保障・文教など，②「行政責任領域に入るがヨリ効率化が必要なもの」�　　

�外交・経済協力・防衛など，③「行政責任領域および制度・運用の両面から

再検討が必須なもの」�　　�国土・住宅・土地・エネルギー・科学技術，とい

う３区分であって，その区分に従って財政支出構成へ反映させるべきだとさ

れた。しかし，この区分立ての何よりもの焦点はいうまでもなく「福祉削減」

にこそ設定されており，例えば「バラまき福祉批判」＝「自らの努力による福

祉」などのスローガンの下に，社会保障費の意識的な収縮が追及されていく。

その結果，「社会保障費・文教費・中小企業対策費」などが大幅に削減される

一方で，「防衛費・経済協力費・国債費」のみが拡大する�　　�という極端な財

政支出構成が出現をみたから，臨調路線の本質は自明といってよい。

そのうえで次は（Ⅱ）「政治スタイル」上の特徴が目を引こう。そしてそれは

大きくは以下の３つの範疇に分類可能だが，まず最初は①「その決定方式」に
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関してであり，臨調・行革審など公的諮問機関に行政部や議会に優越する役

割を付与しつつ，ブレーンに支えられたそのような大審議会を頂点にして，

議会・行政部・自民党などを貫通するトップ・ダウン形態の「政策形成・決定

方式」を実現した点が目立つ。まさに「審議会政治・ブレーン政治・大統領型

首相」などと呼称された所以である。ついで，それと関連して次に特徴的なの

は②いわば「総合調整機能」とでもいうべき側面に他なるまい。すなわち，以

上のような「臨調型・決定方式」を保証するために，そのための行政部組織の

改革にも着手されていく。つまり具体的には，例えば「総務庁」発足（８４年），

「安全保障会議設置」（８６年），「内閣官房の拡充・強化」（３室１官から４室２官

へ），などという機構改革が進行したと判断してよく，新しい臨調型の政治ス

タイルにヨリ適合した政治機構の，まさしくその実質的な確立がみて取れよ

う。要するに，行政部としての「総合調整機能」の強化が図られつつ，首相の

リーダーシップ実体化を目指した機構改革こそが現実化していった。

しかしそれだけではない。もう１つとして，③「中央―地方関係」の再構築

も見逃せない。つまり，すでに７０年代後半での「革新自治体つぶし」の段階に

おいて，「自治省から自治体への幹部出向」・「自治省��型知事の増加」現象が

目立ってきていたが，この８０年代・臨調体制において，中央統制はさらに格

段に進む。例えば，まず一方で，特に８５年度予算を嚆矢として「高率補助金の補

助率削減」が強行されたし，さらに他方では，８５年以降の「地方行革」を通して，

「組織・定員・給与という自治権」への露骨な中央介入もが開始された�　　�と

整理できる。こうして，臨調型・統治スタイルを外枠から支える構造として，

新型の明確な「中央統制システム」が構築をみたといってよく，まさにその点

で，「利益誘導を通したソフト型」とは区別されるべき，新しい「中央集権形態」

の出現こそがここに予測可能ではないか。まさしく「日本型・現代資本主義」

は「変質」に直面している。

以上を前提にして最後に，（Ⅲ）臨調体制の「イデオロギー的機能」こそが重

視されねばならない。そしてその際には，この臨調路線遂行の背景に，すでに

ふれたような「日本の経済大国化・革新自治体の解体・企業内統合の強化」など

という，８０年代型の客観条件が存在した点が重要だが，そのような大衆的意識

状況の中で，体制側から打ち出されたこの臨調型・改革は，結果的には�　　�体
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制統合的効果としては�　　�かなりの成果を収めた。すなわち，そのような「８０

年代型・客観条件」に裏付けされつつ，しかも，「生き残りを賭けた」，「個人

間・企業間競争の一層の激化とそこでの成功を条件とした『利益拡大』」とに切

迫されることによって，「活力ある福祉社会」・「自助努力に立脚した社会的連

帯」・「国際社会への積極的貢献」という臨調スローガンは，国民大衆にいわば

スムーズに受容された�　　�といってよい。換言すれば，他の選択肢がほとん

ど姿を消した状況においては，この臨調型スローガンこそが唯一の国民生活

向上ルートだと理解されたわけであり，まさにその意味で，この臨調型改革

は，体制統合に対する，その莫大な「イデオロギー的機能」を発揮したといわざ

るを得まい。要するに，「反体制側」はその対抗戦略を全く封じられていった。

このように考えてくると，「８０年代・政治過程」は最終的にどのように総括

可能だろうか。そこで，その「意義―到達点」の１つ目としては，まず�「基本

性格」上の論点が指摘されてよい。つまり，やや大きな段階的視角から位置づ

けると，これまで具体的に展開プロセスを辿ってきた如く，７０年代以降の「政

治過程＝体制統合化過程」は，７０年代前半期＝「体制危機管理局面」→同後半

期＝「過渡的再編局面」→８０年代前半期＝「体制統合改造局面」という経過を経

ながら，最終的には，８０年代後半期＝「臨調型・体制統合確立局面」として，

動いてきた。そしてまさにその到達点としてこそ，自民党＝体制は，反体制

的対抗圧力の抑止を実現しながら危機克服に一応「成功」したという，まさに

一定の「体制構造」の構築に漕ぎ着けたといってよい。その意味で，「大企業体

制」を基盤としつつ，それと，「中央集権化」した行政機構とが制度的に結合し

たところの，いわば強力な「体制統合システム」の実現化�　　�という点にこそ，

「８０年代型・政治過程」における，その極めて顕著な性格がみて取れる。もは

や，「７０年代政治過程」との質的相違には何の疑いもあり得まい。

ついで「意義」の２つ目は�その「蓄積戦略」に関わろう。すなわち，「臨調型

一般的スタンス」・「経済大国化＝国際貢献」・「前川レポート重視」などという

「８０年代型環境」に規定されて，体制全体の「蓄積戦略」としては，「大幅な経常

黒字不均衡の継続」を「危機的状況」とみながら，「輸出指向型経済構造」の「国

際協調型経済構造」への変革が打ち出されていく。具体的には，「内需拡大」・

「均衡的な貿易構造」・「産業構造の転換」・「金融・資本市場の自由化」・「国際
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協力の推進」，などが列挙されつつ，特に「内需拡大」に関しては，「規制緩和・

都市圏再開発」という対企業政策だけでなく，「住宅政策・社会資本整備・労

働政策」などという国民生活充実政策への目配りも目立つ。まさに，「８０年代・

政治過程」における，「体制統合」を目指した，「肌理の細かい」政策提起が一目

瞭然だと思われる。

以上を集約する方向から，�「体制統合の新基軸」が「意義」の３つ目として

注目される。そこでまず「労働組合」への「新基軸」から入ると，全体として，

７０年代には革新自治体の主要推進基盤をなした労働組合の，与党陣営への「取

り込み」成功が目立つ。その際，その実現要因としては，企業内統合の進捗の

他，７５年公労協スト権スト敗北・総評影響力の低下・協調的労働戦線進展な

どが大きいが，これらの諸条件を効果的に利用しつつ，自民党・体制側は，

労組幹部との「対話」を基盤として，８０年代には，労働組合勢力の「支持勢力

化」を強力に試行し始めていく。こうして，８０年代における労働組合運動の右

傾化とまさに逆相関的に，労働運動の体制内「取り込み」という「新基軸」が明

瞭になろう。ついで「都市住民」への「新基軸」も顕著であって，８６年選挙にお

ける自民党の都市部での躍進を教訓にして，特に都市サラリーマン層への新

対応が活発化する。やや具体的に指摘すれば，このような発想から，議席定

員配分の都市重視化・自民党の都市政党化追及・都市問題の重視・サラリー

マン減税立案などへの着手が開始されたとみてよく，７０年代・革新自治体興

隆の反省の下に，８０年代には，都市住民の「体制内包摂化策」が強められた。

そのうえで最後に，「政党関係レベル」における「新基軸」はどうか。周知の

ように，革新自治体最盛期には，社会党・共産党ブロックが効果的であって，

それが，自民党単独あるいは民社・公明党の連合に対峙する�　　�という政治

力学図式が明確であったが，７０年代後半からは，革新自治体破綻とともにそ

の構図は流動化状況を迎えた。すなわち，「保守・中道・革新」の基本的区別

が不明確化することを通して，特に地方政治においては，自民党は，民社・

公明はもちろんのこと社会党右派にまで政治的連合の連携ルートを拡張する

に至る。こうして，８０年代型「体制統合の新基軸」は，その最も現実的な政治

過程的標章としては，まさに「政党レベルの統合化」という姿を取るわけであ

り，したがって，このレベルにおいてこそ，「８０年代政治過程」の，その最終
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的総括が手に入るように思われる。

［２］生産・貿易・雇用　そのうえで次に，以上のような「低成長期・政治過

程」の土台の上で，どのような②「生産（投資）・貿易・雇用」が展開可能になっ

たのであろうか３）。そこでまず第１に�「生産・投資動向」から始めると，最

初に１つ目に（イ）「実質国民所得」（兆円）が前提となるがそれは以下のように

動いた。すなわち，７０年代に入って７１年＝１９６→７３年＝２３０（第１表）と順調に

拡大をみたが，第１次石油危機のダメージを受けて，７４年には２２７といういわ

ば「マイナス成長」に一旦は落ち込む。しかしそこからの回復は急であって，

７５年には直ちに２３４へと戻しつつ，その後は，例えば７７年＝２５４→７８年＝２８２と

拡大を続けながら第２次石油危機をプラス成長で乗り越えることによって，

最終的には，８１年＝２９９→８３年＝３１６（第１表）という高レベルで８０年代を迎え

ていく。こうして，７０－８０年代の���は，第１次石油危機での一時的な「マイ

ナス成長」を挟みながらもほぼ持続的な拡大軌跡を描いたといえるが，しかし問

題はその拡大テンポにこそある。というのも，例えば高度成長期の６０－７０年

間の増加率（指数６０年＝３６�３→７０年＝１００�０）が２�８倍を超えているのに比較し

て，７０年代のそれは実に１�５倍に止まっているからに他ならない。その点で，こ

の７０年代の中で，「高度成長経済」から「低成長経済」への「移行」が進行した�　　�

事実はやはり否定し難いのではないか。そのうえで，この「低成長移行」を次

に（ロ）「鉱工業生産指数」（８０年＝１００）によっても確かめると，以下のような数

値が拾える（第１表）。すなわち，７０年代に入っても７０年＝６６�９→７１年＝６８�６→

７３年＝８４�６とまず着実な増加を呈するが，しかし第１次石油危機の打撃を受

けて，７４年＝８１�２→７５年＝７２�３の両年には絶対的なマイナスへと落ち込む。し

たがって，���よりもこの生産水準に対しての方が石油危機のダメージが大

きかったとみてよいが，いずれにしても，７０年代半ばを境にして，生産規模

の顕著な停滞がその幕を開ける。事実，その後も，一応の回復トレンドには

戻るものの，７７年＝８３�７→７８年＝８９�０→７９年＝９５�５→８０年＝１００�０という具合

で拡大テンポは目立って伸び悩む。その結果，７０年代全体での拡大率はわず

か１�５倍に過ぎないのであるが，６０年代のそれが３�７倍にも及んだ事実を勘案

すれば，この７０年代の総体的な「低成長性」は打ち消し得まい。
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これらを前提に

しつつもう一歩投

資行動に立ち入っ

て，この「���―生

産」動向を（ハ）「企業

設備投資」状況から

把握するとどうな

るか。そこで「企業設

備投資額」（１００億

円）推移をざっと辿る

と，「１９６１�－６５年」�＝

７４６９→「６６－７０年」

＝１４２３７→「７１－７５

年」�＝２５７６２→�「７６－

８０年」�＝�３８１８０→�「８１

－８５年」�＝５７７３１�（第

２表）という軌跡

が描かれる。した

がって，石油危機

を含んだ７０年代の

前・後半期にあっ

ても設備投資額が

それなりの増加基

調にある点�　　�

には何の疑いもな

いが，しかしそこ

には，注意すべき

ポイントが伏在し

ているといわねばならない。すなわち，高度成長期を比較対象に取ると，そ

の増加程度には基本的な後退が無視できない点であって，例えば，第１次高

第１表　所得・生産

生　　　　産国民（国内）総生産（支出）
鉱　　工　　業実　　　　質名　　　　　目

�経産省
�篠原／
　通産省

�SNA�大　川�SNA�大　川

４０.３７.６１４,６６９SNA７,０８５SNA１９５３
４３.７８.２１５,５２６十億円７,４６６十億円　５４
４７.０８.８４７,２４３４７,０７５８,３９９８,３７０　５５
５７.５１０.８５０,７３５５０,６０３９,４４７９,４２２　５６
６７.９１２.８５３,９７８５３,８９８１０,８７４１０,８５８　５７
６６.７１２.５５７,８９１５７,８５６１１,５４５１１,５３８　５８
８０.１１５.０６３,２３３６３,２４２１３,１８９１３,１９０　５９
１００.０１８.８７１,６３２７１,６８３１５,９９８１６,０１０　６０
１１９.４２２.４８０,０５４８０,１８０１９,３０７１９,３３７　６１
１２９.３２４.３８６,９０６８７,０７３２１,９０１２１,９４３　６２
１４２.３２７.０９４,５００９４,７２４２５,０５５２５,１１３　６３
１６６.８３１.３１０４,９７８１０５,３２０２９,４４６２９,５４１　６４
１７４.５３２.５１１０,９７６１１１,２９４３２,７７３３２,８６６　６５

３６.８１２２,３８７１２２,７００３８,０７３３８,１７０　６６
４３.９１３５,９８０１３６,３００４４,６２６４４,７３１　６７
５０.７１５２,０９９１５２,５３２５２,８２５５２,９７５　６８
５８.８１７０,３１５１７０,７６５６２,０６６６２,２２９　６９
６６.９１８７,９１８１８８,３２３７３,１８８７３,３４５　７０
６８.６１９６,３２０１９６,５８９８０,５９２８０,７０１　７１
７３.６２１３,１３９２１３,１２９９２,４０１９２,３９４　７２
８４.６２３０,２９９２３０,２４９１１２,５２０１１２,４９８　７３
８１.２２２７,０１４２２７,４２８１３３,９９７１３４,２４４　７４
７２.３２３４,２０３２３４,４５９１４８,１７０１４８,３２７　７５
８０.４２４３,５４２２４３,７７９１６６,４１７１６６,５７３　７６
８３.７２５４,３４９２５４,４８１１８５,５３０１８５,６２２　７７

６０.２８９.０２６７,９８５２６７,８９８２０４,４７５２０４,４０４　７８
６４.７９５.５２８２,９４５２８２,５８９２２１,８２５２２１,５４７　７９
６７.７１００.０２９０,４５４２９０,５５１２４０,０９９２４０,１７６　８０
６８.４１０１.０２９９,１２４２９９,７６３２５７,４１７２５７,９６３　８１
６８.６１０１.３３０８,９９９３０８,９２７２７０,６６９２７０,６０１　８２
７０.７１０４.９３１６,４４８３１６,１０１２８２,０７８２８１,７６７　８３
７７.４１１６.５３２９,０３２３２８,４８４３０１,０４８３００,５４３　８４
８０.２１２１.９３４４,１６６３４２,９５０３２１,５５６３２０,４１９　８５
８０.０３５４,１７１３５２,８８０３３６,６８６３３５,４５７　８６
８２.７３６９,７１４３６７,５５６３５１,８１４３４９,７６０　８７
９０.７３９２,７３３３９０,３２５３７６,２７５３７３,９７３　８８

（資料）三和・原編『近現代日本経済史要覧』（東大出版会，２００７年）３頁。
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度成長期から第２次高度成長期への拡大率が約１�９倍であるのに較べて，第２

次成長期から第１次石油危機を含む７０年代前半へは，１�８倍にまず鈍化してい

く。しかもそれだけではなく，そこから７０年代後半期に掛けては１�５倍にまで

落ち込んでさらなる縮小を余儀なくされているから，結局，７０年代における

「設備投資額」動向に関しては，その「相対的な停滞化」がまさに一目瞭然なわ

けである。

次に第２に�「貿易構造」へと目を向けていこう。まず最初に１つ目として

（イ）「貿易収支」（億ドル）が全体の前提をなすが，この低成長期には以下のよ

うな動向をみせた。すなわち，７０年＝３９（輸出６９千億円）→７２年＝８９（８８）→７４

年＝１４（１６２）→７６年＝９８（１９９）→７８年＝２４５（２０５）→８０年＝２１（２９３）→８２年＝１８０

第２表　産業別設備投資額

１９８１－８５１９７６－８０１９７１－７５１９６６－７０１９６１－６５年　　度

１６,５８１１３,１５８６,１８１２,６０３１,６８３電 力

１,２２１１,２３７８２２３２７１４６都 市 ガ ス

３６２３８３４０６２２０１６２石 炭

２０６１８２３０７２２４１１０鉱 業

３,９９５３,７５４４,０４０２,２１６１,０１４鉄 鋼

７６３５３１７９２４９４２０３非 鉄 金 属

１,５４４１,５２８１,８４１１,０７５４６５石 油

１４,１５０７,１２７４,３２９２,９４２１,４９３機 械

５,９０７１,９６０１,０８６６６８２７６電 気 機 械

５,４２０３,４７０１,８７４１,３５８５８０自 動 車

３,２５２２,４５１２,９７２２,０５３１,０８２化 学

８４４７４２１,０６６８８０３８６石 油 化 学

５６５５００７８１６３２４５７繊 維

３００２５０３２５３０４２４３合 成 繊 維

１,１５０７８７７６１３９６２２１紙 パ ル プ

９８４８３０７８０４４８３２５窯 業

２３８２３６２９３１０１２８建 材

３０６３２８２２４８０１８雑 貨

１,９４３１,７４２１,２９４４００６１卸 売 ・ 小 売

５７,７３１３８,１８０２５,７６２１４,２３７７,４６９合 計

２,０２４２,１１７２,９９０４０６…公害防止投資

（資料）通産省・経産省『主要産業の設備投資計画』各年版。
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（３４４）（第３・４表）という推移に他ならないが，ここからは，以下の３点がそ

の特徴として直ちに浮上してこよう。すなわち，まず１つは全体的趨勢とい

う方向からすると，貿易黒字の恒常化が明確に定着するに至ったといってよ

い。というのは，高度成長期では，その前半期においてなお数年間の貿易赤

字局面を抱えざるを得なかったのに対し，この７０年代以降では，全局面にわ

たってその黒字化が実現されている�　　�からである。こうして，この「低成

長期」においては一貫した貿易黒字基調の進行が継続していく。しかし２つに

は，この「貿易黒字」規模が，景気動向に敏感に反応して極端な乱高下運動に

第３表　国際収支表

  ���������������������������������（単位:百万ドル）

外貨準備
増　　減

総合収支
短期資本
収　　支

長期資本
収　　支

経常収支年
移転収支貿易外収支貿易収支

８８６１,１０２２０９△２３９△１７５△１,３０６２,５２９１,０４８１９６８

６０５２,２８３１７８△１５５△１８１△１,３９９３,６９９２,１１９　６９

９０３１,３７４７２４△１,５９１△２０８△１,７８５３,９６３１,９７０　７０

１０,８３６７,６７７２,４３５△１,０８２△２５２△１,７３８７,７８７５,７９７　７１

３,１３０４,７４１１,９６６△４,４８７△４６４△１,８８３８,９７１６,６２４　７２

△６,１１９△１０,０７４２,４０７△９,７５０△３１４△３,５１０３,６８８△１３６　７３

１,２７２△６,８３９１,７７８△３,８８１△２８７△５,８４２１,４３６△４,６９３　７４

△７０３△２,６７６△１,１３８△２７２△３５６△５,３５４５,０２８△６８２　７５

３,７８９２,９２４１１１△９８４△３４０△５,８６７９,８８７３,６８０　７６

６,２４４７,７４３△６４８△３,１８４△３８９△６,００４１７,３１１１０,９１８　７７

１０,１７１５,９５０１,５３８△１２,３８９△６７５△７,３８７２４,５９６１６,５３４　７８

△１２,６９２△１６,６６２２,７３５△１２,９７６△１,１２７△９,４７２１,８４５△８,７５４　７９

４,９０５△８,３９６３,１４１２,３２４△１,５２８△１１,３４３２,１２５△１０,７４６　８０

３,１７１△２,１４４２,２６５△９,６７２△１,６２４△１３,５７３１９,９６７４,７７０　８１

△５,１４１△４,９７１△１,５７９△１４,９６９△１,３８１△９,８４８１８,０７９６,８５０　８２

１,２３４５,１７７２３△１７,７００△１,５４９△９,１０６３１,４５４２０,７９９　８３

１,８１７△１５,２００△４,２９５△４９,６５１△１,５０７△７,７４７４４,２５７３５,００３　８４

１９７△１２,３１８△９３６△６４,５４２△１,６５２△５,１６５５５,９８６４９,１６９　８５

（資料）前掲，三和・原『要覧』３７頁。
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翻弄されることもまた打ち消し難い。

いうまでもなく，７４年と８０年において

は，２度の石油危機の後遺症として極

めて急激な「貿易黒字の縮小」に見舞わ

れているからであり，その点で，石油

危機の，貿易動向に対する高い反応度

がまさに一目瞭然だとみてよい。その

うえで３つとして，にもかかわらず注

意が必要なのは，このような景気変動

に対応した貿易黒字が目立つにしても，

その変動を超えて貫徹しているのは，

まさに「輸出の持続的増大」以外ではな

い――という事実であろう。したがっ

てそうであれば，「低成長期・貿易の基

本構造」としては，何よりも「輸出の恒

常的かつ大規模な拡張」こそが指摘さ

れねばならない点は，もはや自明では

ないか。まさに高度成長期の遺産に他

なるまい。

ついで２つ目として，（ロ）「長期資本

収支」（億ドル）の動向はどうか（第３

表）。さて，すでに前稿で確認した通り，

高度成長期は，日本における，「資本輸

入国→資本輸出国」転化のいわば過渡

期であったが，それに対して，この「低成長期」こそは，「長期資本収支・赤字

＝資本輸出国」基調の定着段階以外ではなかった。事実，７０年代の「長期資本

収支」を具体的にフォローすれば，例えば以下のような数値が刻まれていくと

いってよい。すなわち，７０年＝△１５→７２年＝△４４→７４年＝△３８→７６年＝△９

→７８年＝△１２３→８０年＝２３→８２年＝△１４９というラインを動いたから，そこに

孕まれた含意は一見して明瞭ではないか。すなわち，まず最初に総合的にいっ

第４表　輸出・輸入

  ���������������（億円）

�国　際
　収　支
　（経常）

貿　　　易年

�輸入�輸出

１,２５４３４,２８２３５,１９５１９６６
△１９０４１,９８７３７,５９０６７
１,０４８４６,７５４４６,６９８６８
２,１１９５４,０８５５７,５６４６９
１,９７０６７,９７２６９,５４４７０
５,７９７６９,１００８３,９２８７１
６,６２４７２,２９０８８,０６１７２
△１３６１０４,０４４１００,３１４７３
△４,６９３１８０,７６４１６２,０７９７４
△６８２１７１,７００１６５,４５３７５
３,６８０１９２,２９２１９９,３４６７６
１０,９１８１９１,３１８２１６,４８１７７
１６,５３４１６７,２７６２０５,５５８７８
△８,７５４２４２,４５４２２５,３１５７９
△１０,７４６３１９,９５３２９３,８２５８０
４,７７０３１４,６４１３３４,６９０８１
６,８５０３２６,５６３３４４,３２５８２
２０,７９９３００,１４８３４９,０９３８３
３５,００３３２３,２１１４０３,２５３８４
十億円

１１９,６９８３１０,８４９４１９,５５７８５
１４２,４３７２１５,５０７３５２,８９７８６
１２１,８６２２１７,３６９３３３,１５２８７
１０１,４６１２４０,０６３３３９,３９２８８
８７,１１３２８９,７８６３７８,２２５８９
６４,７３６３３８,５５２４１４,５６９９０

（資料）前掲，三和・原『要覧』５頁。
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て，連年の，しかも増加テンポでの，「長期資本収支赤字＝資本輸出」拡大過

程が目立つが，しかし次にそのうえで，景気変動に連関して，２度の石油危機

を受けることによって，７６年での「資本輸出・激減」と８０年における「資本輸入

への再転化」さえもが出現していよう。その意味で，長期資本収支と景気変動

との内的関連に改めて注意が引かれるが，しかしそれにしても，この動向に

関してやはり留意すべきは，むしろ「低成長期における資本輸出基調」の構造

的定着化の方であって，７０年代・低成長期においてこそ「資本輸出大国化」が

進行した事実�　　�こそが決定的に重要だと思われる。

以上を前提として，最後に３つ目に（ハ）「総合収支」（億ドル）というベクト

ルから全体を集約しておきたい。そこで「総合収支」推移を追うと，特に７０年

代後半以降での「大幅赤字化」が手に取るようにわかる。すなわち，７０年代を

迎えてまず７０年＝１３→７２年＝４７と安定的な総合収支・黒字が実現されるが，

しかし第１次石油危機に直面して一転して赤字に転じ，７４年＝△６８→７５年＝

△２６とマイナスに沈む（第３表）。もっともそのピンチ脱出後は再び７６年＝２９

→７８年＝５９と黒字へと回復するが，しかし，ついで二度目の石油危機の襲来

を受けると再度マイナスへと落ち込む他はなく，８０年＝△８３→８２年＝△４９

（第３表）という赤字基調でこそ８０年代に接続していく�　　�という波乱万丈

に浮遊するのである。その場合，先にみた通り，この７０年代には，「輸出拡張

�―�経常収支」は基本的にはもちろん黒字基調で経過したのだから，７０年代後

半での以上のような「総合収支・赤字化」の原因は，次の２項目の大幅赤字以

外にはあり得ない。つまり，そのうちのまず１つは，先に検出した「長期資本

収支・赤字」であるが，そのうえでもう１つは，「貿易外収支・移転収支」の巨

額な赤字に他ならない。そしてこの後者は，７０年代以降に活発化する，「日本

経済の低成長期移行」に対応した，日本資本主義における対外金融取引膨張の

証明である以上，他方の「資本輸出・激増」と並んで，この「貿易外・移転収支

の赤字拡大」も，「低成長経済化」のいわば顕著な帰結だというべきであろう。

「総合収支」動向がそれをまさに的確に象徴している。

そのうえで，第３として�「雇用動向」へ進もう。そこでまず１つ目に（イ）

「雇用者状況」から始めると，例えば「製造業常用雇用」（指数，７５年＝１００）は以

下のような興味深い動きをみせた（第５表）。すなわち，「転型期」を乗り越え
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た後は，６８年＝９９�４→６９年＝１０３�１→７０年＝１０７�０となって一旦は上昇に転じ，

その結果７１年には１０７�７のピークを打つ。しかし，第１次石油危機に先立つ７２

年＝１０５�７から早くも下落へと基調変化を遂げ，その後は，７３年＝１０６�０→７４年

＝１０５�５→７５年＝１００�０→７６年＝９８�０→７７年＝９７�１→７８年＝９４�９→７９年＝９４�１→

８０年＝９４�８という経路で，まさに「見事な」単調減少ラインを驀進する。した

がって，この７０年代・低成長期には，労働力吸収の顕著な減少が発現したとみ

る以外にはなく，その意味で，「雇用削減＝減量経営」の進捗が手に取るよう

に浮かび上がってくるが，しかしその点を前提にしたうえであくまでも注意す

べきは，むしろ以下の面に他ならない。つまり，このような雇用縮小は，石油

危機によるその「結果として」いわば緊急避難的に実行されたというよりは，

むしろその衝撃を引き金に利用して，企業主導的に，構造的な「雇用節約型体

系」へと生産・経営システムを転換させたまさにその帰結である�　　�のだと。

第５表　雇用指数

完全失業者製造業常用雇用
製　造　業
労働生産性

製造業稼動率鉱工業生産
実質国民
総 生 産

（万人）
指　　数
１９７５＝１００

対前年比
（％）

指　　数
１９７５＝１００

対前年比
（％）

対前年比
（％）

５７９２.０３.５１１１.２３.７４.４１９６５年

６５９２.５１３.０１１８.６１３.１１０.０６６

６３９５.５１６.５１２８.３１９.５１３.２６７

５９９９.４１３.８１３２.６１５.５１４.４６８

５７１０３.１１３.６１３３.４１６.０１２.１６９

５９１０７.０１０.４１３０.０１３.８１１.２７０

６４１０７.７４.４１２２.６２.６４.７７１

７３１０５.７１１.１１２３.４７.３９.０７２

６８１０６.０１７.５１２８.１１４.９８.８７３

７３１０５.５△０.５１１７.３△４.０△１.２７４

１００１００.０△３.９１００.０△１１.０２.４７５

１０８９８.０１２.３１０８.３１１.１５.３７６

１１０９７.１５.１１０７.５４.１５.３７７

１２４９４.９８.０１１０.７６.２５.１７８

１１７９４.１１２.１１１８.９８.３５.６７９

１１４９４.８９.２１１９.６７.１４.２８０

（注）国民総生産１９７０年以前は１９６５年価格，１９７１年以降は１９７５年価格。
（資料）経済企画庁『国民経済計算年報』，日本銀行調査統計局『経済統計年報』他。
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そして，以上のような７０年代「製造業雇用」の低落化進行が，ついで「産業別

雇用構成」に影響を及ぼしたのは当然であった。いうまでもなく，「第２次産

業」構成比の伸び悩み傾向以外ではなく，事実，「第１次�―�第２次�―�第３次産

業」間の比率（％）は，６０年代＝３３－２９－３７→７０年代＝２０－３５－４６→８０年代＝

１１－３５－５４と変動する。したがって，７０－８０年代に掛けての，「第２次産業の

停滞化」が一目瞭然だが，まさにこの推移の中に，「産業のサービス化・ソフ

ト化・情報化」という大きな地殻変動とも重層しながら進められた，７０年代型

「減量経営」に立脚する，「企業・雇用削減システム」の特質が，いわば誤りな

く表現されていよう。

そうであれば，この労働力吸収の低落は，２つ目に（ロ）「完全失業者」（万人）

へとどのように反映したのだろうか（第５表）。しかし，そのロジックはいう

までもなく自明であって，「雇用削減」が，失業者を以下のようなテンポで顕

著に膨らませたのは当然であった。すなわち，７０年＝５９はまだ高度成長末期

のレベルを保っていたが，「ドル・ショック―第１次石油危機」期を皮切りに

して上昇を開始し，７２年＝７３→７４年＝７３とまず一段階のレベル・アップをみ

せる。しかし，それはまだ「序の口」にしか過ぎず，ついで，第２次石油危機

のまさに以前の時点で，減量経営の定着に対応して７６年＝１０８→７８年＝１２４と

極端な激増にまで至る。その結果，８０年にも１１４万人という大台に乗ったまま

で経過するが，このような結果を一瞥するだけでも，石油危機のダメージに

よるよりも，むしろ企業主導の「減量経営―雇用削減」という方向からこそ，

７０年代の「失業者の構造的激増」は現実化していよう。

まさにこのような「失業者激増原因」の理解こそが重要だが，それが，次に

「失業率」（％）を押し上げているのはいうまでもない。事実，７０年＝１�１→７２年

＝１�４→７４年＝１�４→７６年＝２�０→７８年＝２�２→８０年＝２�０→８２年＝２�４という軌跡

が描かれるから，７０年代では総体的な上昇基調を辿りつつ，ついにその後半

には２％をも突破している。こうして，７０年代における「失業率の継続的上

昇」には一点の疑問もなく，繰り返し確認してきた，「減量経営→雇用削減→

失業者増大」運動が，最終的に，この「失業率上昇」にこそ帰結していよう。

そのうえで最後に３つ目として，（ハ）「賃金動向」に目を転じていきたい。そ

こで，いま産業計に即して「現金給与総額」（１月当たり，平均）の推移を追うと，
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例えば６５年＝３９（「実質賃金指数」１７１�９，１９３５年

＝１００）→７０年＝７５（２５３�４）→７５年＝１７７（３４６�９）→

８０年＝２６３（３７３�８）→８５年＝３１７（３８８�３）（第６表）

という数字が手に入る。したがって，名目・実

質賃金の両方について，７０年代低成長期にあっ

ても絶対的数字上の増加・上昇がもちろん否定

はできないものの，しかしその拡大テンポにま

で目を凝らすと，そこには明らかな停滞化が浮

上してこよう。特に「実質賃金」に関する伸びの

鈍化は顕著であって，取り分け「７５－８５年」の１０

年間では，わずか４０ポイントの上昇に止まって

いるのである（ちなみに「６５－７５年」の１０年間で

は２倍を超えていた）。しかし，このような「賃

金停滞傾向」についてはもはや何ら驚くには値

しない。なぜなら，すでに検出した，「低成長

化→減量経営→雇用削減→労働力吸収減少」と

いう「７０年代型雇用構造」が，労働力需給関係を

変質させた結果，それが賃金上昇に強い抑制作

用を発揮した�　　�のは自明だからである。こうして，「低成長経済への移行」

が賃金上昇基調に終止符を打ったのであるが，しかもそれだけではなく，そ

れが，さらに，７０年代労資関係自体に対しても大きな変更を迫っていくのは

当然であった。

［３］景気変動　最後に，この「基礎構造」を③「景気変動」４）という動態過程

からも総合化しておきたい。そこで第１として�「７１年不況」から入ると，ま

ず１つ目に（イ）その「背景」が注目されるが，では�その「契機」はどこにあっ

たのか。周知の通り，６５年不況を抜けた後，日本経済は「いざなぎ景気」に転

じたが，しかし，６９年９月の公定歩合引上げを切っ掛けにして景気上昇はい

わば「踊り場」を迎える。まさにそこからこそ，７０年夏以降は，在庫急増と稼

働率低下とに直面して生産停滞が進行しつつ，最終的には長期好況の持続に

第６表　賃金推移

調査産業計

年　次 実質賃金
指　　数

平　　均

円

１０３.７５４.２３１９３０

１００.０５１.１５３５

６９.７６１.０５４０

３４.６１,９５０４７

９７.５１１,０７６５０

１１９.４１８,３４３５５

１４３.８２４,３７５６０

１７１.９３９,３６０６５

２５３.４７５,６７０７０

３４６.９１７７,２１３７５

３７３.８２６３,３８６８０

３８８.３３１７,０９１８５

４２０.９３７０,１６９９０

４３８.２４０８,８６４９５

４２３.７３９８,０６９２０００

４１２.８３８０,４３８０５

（資料）前掲，三和・原『要覧』１４
頁。
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その終止符が打たれていく。まさしく日本経済の不況転換に他ならない。

ついでこの「７１年不況」の�「特質」を探ると，例えば以下のような３点はほ

ぼ通説的な理解だといえよう。すなわち，（Ⅰ）「長期持続性」�　　�７１－７２年に

も渡った不況のその「長期化」，（Ⅱ）「深刻性」�　　�「鉱工業生産の対前年比」が

７１年にはわずか２�６％にまで低下した，不況のその「深刻化」，（Ⅲ）「物価の上

昇」�　　�７０年＝７�７％→７１年＝６�１％（第１図）という消費者物価のその「騰貴

化」，これである。要するに，高度成長期・景気変動とは異なるいくつかの断

面が発生しており，「７０年代型景気変動の新側面」が垣間見られていく。

そのうえで，「７１年不況」の�「原因」はどこにあったのか。そこで最初は（Ⅰ）

その「直接的原因」だが，それが何よりも「６９年９月の公定歩合引上げ」自体に

ある点は否定できまい。つまり，この引上げは５�８４％→６�２５％といういわば中

規模のものであり，したがって，その結果として惹起したこの不況は，景気

の行き過ぎを予防する意図を持った「政策的不況」だともいわれたが，いずれ

にしても，この引上げこそが景気転換の引き金をなした。しかしさらに注目

すべきなのは，この「金利引上げ」を不可避にした（Ⅱ）その「実質的原因」でこ

そあろう。そしてそれが「資本の過剰投資」にあるのは当然であって，一面で

は，労働市場の逼迫が，生産性を上回る賃金上昇＝労務費上昇を発生させた

と同時に，他面では，投資拡大が，「資源制約」にも挟撃されて「過剰生産力累

第１図　物価と公定歩合

（資料）日本銀行調査統計局『経済統計年報』。
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積＝稼働率低下」を必然化させた�　　�わけである。まさに「７１年不況」の背後

に「過剰蓄積の進行」が確認されてよい。

しかしそれだけではない。さらに，これらを加速するものとして（Ⅲ）「外部

的原因」ももちろん無視できない。いうまでもなく「���体制崩壊に起因した

輸出停滞」に他ならないが，「ドル・ショック＝円切り上げ」が７１年後半から顕

著な輸出減少を引き起こした。したがって，この輸出停滞が，進行しつつあ

る不況をさなきだに加速したのは当然であった。

以上のような背景的枠組みを前提にして，次に２つ目に（ロ）「内容展開」へ

と進もう。そこでまず�その「性格」だが，この「７１年不況」に直面して，企業

は，不況脱出を目指してかなりドラスティックな新方策の追求へと動く。と

いうのも，いま確認した通り，今回の不況はいくつかの要因からなる「体系的

複合性」にこそ起因している以上，その克服に際しても，７０年代型の「新基軸」

が進行する以外にはない�　　�からである。まさにそれこそが７０年代型「景気

変動の形態変化」に接合していくのであるが，�その「新基軸」としては以下の

３点が取り分け重要といってよい。すなわち，（Ⅰ）「独占的操作行動」�　　�不況

カルテルの認可・延長と生産制限・価格操作の追及，（Ⅱ）「設備投資の抑制」�　

　�設備投資の現実的な抑制，（Ⅲ）「雇用調整」�　　�「常用雇用者」の削減・マイ

ナス化と「減量経営」の進捗化，これである。まさしく「７０年代型・企業行動」

の表面化であろう。

こうして要するに，「７１年不況」の「内容展開」は以下のように�「総括」され

ていく。すなわち，その「背景」の「複合性」に対応して，「内容展開」上も「７０年

代型・新基軸」という性格を強めたのであり，したがって，その「新基軸性」に

こそ，「内容展開」のその基本的特殊性が求められる�　　�と。まさに「景気変

動の形態変化」への接続に他ならない。

以上のような対応を条件にして，３つ目に（ハ）ようやく「回復局面」を迎え

る。そこで最初に�その「移行」から確認していくと，７２年から景気は上昇プ

ロセスに乗りほぼ７３年全般に亘って好調基調で推移していく。事実，実質���

の対前年比増加率は，例えば７１年＝４�７％→７２年＝９�０％→７３年＝８�８％（第２

図）という高水準を実現したから，「７１年不況」はようやくその終結に至ったと

みてよい。しかし，このようにして回復した景気好転には大きな「ツケ」が残
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された点にも注意が必要であり，その「制約」としては以下の３点が取り分け

目に付く。すなわち，この好況が，（Ⅰ）「ドル・インフレ」に立脚した「世界同

時好況」の一環であること，したがって（Ⅱ）「世界シンクロ型２桁インフレ」を

随伴させていたこと，そのために（Ⅲ）「２年間」という「超短期」なものに止

まったこと，これである。その意味で，「国際通貨危機」に連動したきわめて

脆弱なものであったことが否定できまい。

そのうえで�その「実態」はどうか。こう考えると，何よりも枢要な点は，

「景気回復と円切上げ防止」のために発動された「インフレ政策」の，まさにそ

の「副作用」以外ではあり得ない。というのも，「景気回復」と「円切上げ阻止」

との「同時追及」を意図したいわゆる「調整インフレ政策」の結果，「日銀ルー

ト・財政ルート」の両方を媒介として，巨大な通貨供給量の膨張が進行したか

ら�　　�であって，まさしく「インフレ・マネー」がその累積をみる。そしてそ

れがさらに企業の手元流動性を極端に高めたのは自明であった。

そうであれば，そこから以下のような�「帰結」が手に入るのは当然であろ

う。つまり，過剰蓄積の下で企業投資の停滞が進行していた以上，企業は，

第２図　景気変動諸指標

（資料）経済企画庁調査局編『経済変動観測資料年報』，日本銀行調査統計局『主要企業短期経
済観測年報』。
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このような過剰流動性を土地・株式へ投機的に運用する以外になかったし，

そのうえ商社は一般商品を投機対象として操作したから，そこから猛烈な価

格騰貴が驀進していったのだ�　　�と。要するに，製造業稼働率が上昇せぬま

まに「２桁インフレ」だけが加速されたわけであるから，総体的にみて，「価格

機構―資本蓄積」関係が基本的な「変質」に直面したと理解する他はない。

そのうえで，次に第２は�「マイナス成長」期である。そこでまず１つ目に

（イ）その「転換」から入ると，最初に�「契機」が問題となるが，異常な物価上

昇を伴った好況過程は，７３年第Ⅳ四半期には差し当たりその頂点に達する。

そして，そこから一転した景気反転が発生し，翌７４年には戦後初のマイナス

成長へと墜落していくことになるといってよい（第２図）。ついでその「転化過

程」の�「特徴」が注目されるが，従来の「転換プロセス」と比較して，今回の不

況転化過程では以下の３点が特に目立った。すなわち，（Ⅰ）「屈折度と下落度

の大きさ」�　　�国民総生産・鉱工業生産ともに絶対額で「マイナス」にまで下

落した点，（Ⅱ）「下落期間の持続性」�　　�その下落が７４年第Ⅰ四半期から７５年

第Ⅰ四半期まで実に１年以上も継続した点，（Ⅲ）「物価の継続的上昇」�　　�不

況過程で物価上昇が進行して「不況と物価高とが並存した」点（第１図），これ

に他ならない。その特異性が明瞭であろう。

そうであれば，最後に�その「性格」は次のように集約されてよい。すなわ

ち，それを「不況下の物価上昇」現象として整理可能なことであって，まさに

いわゆる「スタグフレーション」の発現ではないか。こうして，資本主義の再

生産過程における「景気―物価」構図は，明らかにその「新たな局面」にこそ差

し掛かった�　　�と総括される以外にはない。

では２つ目に，このような「不況下の物価上昇」運動の（ロ）「原因」はどこに

あるのだろうか。そこでまず�その第１原因は何よりも政府の「総需要抑制

策」に関わるが，その第１側面は（Ⅰ）「金融引締め過程」であろう。すなわち，

まず公定歩合は７３年から引き締め基調に移り，具体的には７３年４月から１２月

までの短期間において実に５回の引き上げが実施され，その結果９％という

戦後最高水準にまで達している（第１図）。したがって，このような急激かつ

高率の金利騰貴こそが不況転換のまず決定的要因であった点は当然だが，そ

れだけではなく，加えて預金準備率の４度の引き上げ効果も大きく，そこを
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起点にしてコール・レートなど市中短期金利の高位継続化も進んだ（７３年末，

コール・レート＝１２％）。

ついで第２側面こそ（Ⅱ）「財政緊縮化」に他ならず，具体的には，一部公共

事業の「契約・執行の繰り延べ」が実施された他，７４年度予算自体も「非常時型

緊縮予算」という色彩を強めたから，それらが不況深化を帰結させたのは明確

であった。まさにこのような景気抑制型財政の中で，一般会計の対前年度比

が１９�７％に切り詰められただけでなく，焦点をなす公共事業費伸び率が，見

事に０�０％へと圧縮されたのはいわば周知のことであろう。こうして（Ⅲ）「総

合面」からはこう集約できる。つまり，金融・財政の両面からする抑制作用が

それこそ総合的に展開されたわけであり，「調整インフレ政策」は，一面で「イ

ンフレ」を加速しつつ，しかも他面ではまさに「総需要抑制策」に結果する以外

にはなかった。

そのうえで次に�第２原因が「石油危機」そのものにある点も自明であろう。

なぜなら，この「石油危機」が以下の２作用を発揮したことは当然だからであ

るが，まず一面で，それは，企業の便乗値上げを刺激しつつ物価全体を強力

に引き上げた。しかも他面では，この「石油危機」の結果，「産油国への所得移

転→企業・家計の所得削減→国内有効需要収縮」という論理が発生したから，

それが不況に連結したのも明確だといってよい。こうして「不況と物価上昇と

の併存」が惹起されるのであり，スタグフレーションが進行しよう。

そして最後に，�第３原因としては「インフレ型景気の矛盾的反作用」その

ものが無視できまい。すなわち，企業は，この「インフレ型景気」の中で，過

剰流動性を主として商品・証券・土地投機などに運用したが，このような企

業行動は，以下のような２つの現実的作用を強力に発揮せざるを得なかった。

まず１つには，この投機的運用行動が「物価上昇の加速化」をもたらした点は

説明の必要もないが，他方もう１つには，そのような企業行動は「生産的投資

―資本蓄積の実体的拡張」には連結しない以上，そこからは景気停滞こそが派

生する以外にないであろう。したがって，「インフレ的好況」過程そのものが

「スタグフレーション」を招来させたわけであり，まさに「矛盾的作用」という

以外にない。

以上を受けて最後に３つ目に，�「不況下の物価上昇」の「帰結」が総括され
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ねばならない。具体的に検出してきた通り，この「不況下の物価上昇」は，「総

需要抑制策・石油危機・インフレ的好況の反作用」という３側面の，まさしく

その「複合的帰結」であった。そして，このような「構造的過程」であったが故に

そのパニック的衝撃も大きかったが，その場合に注意が必要なのは，そのショッ

クの激烈性を決して「石油危機―世界同時不況」に還元してはならない�　　�

という点に他ならない。そうではなく，その根底に「７０年代型・日本資本主義

の構造的変化」があることにこそ，最大の考慮が払われるべきだと思われる。

そして最後に第３こそ�「長期不況」期である。そこで最初に１つ目は（イ）

その「導入プロセス」が前提となるが，まず�その「契機」はどうか。さて，「ゼ

ロ成長」を記録したさすがの「マイナス成長」も７５年第Ⅰ四半期にはそのボト

ムに達し，そこからようやく不況脱出への足取りが始まる。つまりマイナス

成長からの回復が一応進むが，その回復パワーは著しく微弱だというしかな

く，通常の「不況脱出過程」のような，短期間で好況局面に交替していくとい

うパターンは望むべくもなかった。むしろ逆に，明確に景気回復が検出され

ないままに不況が継続していく�　　�という「長期不況」化こそが進行する。

そこで，この「異常な長期不況」化の�「特徴」が直ちに問題となるが，それ

を改めて整理すると以下の３点が目立とう。つまり，（Ⅰ）「長期的性格」�　　

�脱出局面をも含めて，７５年以降実に５年にも亙ったというその「長期持続性」，

（Ⅱ）「深刻的性格」�　　�大量の「倒産―失業」を随伴させた点に特徴的なその

「影響深刻性」，（Ⅲ）「物価上昇の継続性」�　　�膨大な「需給ギャップ」下におけ

る物価上昇という，その「不況と物価上昇との併進化」，これに他ならない。

したがってその意味で，詳細はともかく，この３特徴自体としては，既述の

「７１年不況―マイナス成長」局面とほぼ同質である点が明瞭だといってよい。

そうであれば，これに先立つ２局面との�「相互関連」が重要になるが，そ

れに関しては差し当たり以下のように整理できる。すなわち，日本経済は７０

年代の入り口で「７０年代型構造」への転換を遂げたのであり，まさにそれに対

応した景気変動の局面展開こそ，「７０年代不況→マイナス成長→長期不況」と

いう，７０�年代における一連の景気プロセスに他ならなかった。したがってそ

うであれば，その「しんがり」をなす「長期不況」期が，先の２フェーズと同質

なのは自明だし，ヨリ積極的にいえば，それこそが，それらの特徴を最も典



金沢大学経済論集　第３０巻第１号　　２００９.１２

－３０－

型的に表現せざるを得なくなるのは�　　�むしろ当然といってよい。まさにこ

のような意味で，この「長期不況」こそ，他の２不況の「集大成」だったとみる

べきなのである。

そのうえで２つ目に（ロ）その「進行過程」がいうまでもなく注目に値しよう。

その場合，最初に何よりも�「減量経営」の作用が大きく，企業は，雇用拡大

を図りつつ自ら生産力を高めて資本蓄積を続けるという「能力と意志」を喪失

して「減量経営」路線を導入した。しかしそれはむしろ，企業に対してごく短

期間のうちに過剰在庫の抱え込みを余儀なくさせたから，その結果，結局は

減産に向かうしかなかった。こうして「長期不況」が継続する。

ついで�「物価上昇の足かせ」がそれに加重される。具体的にみると，７５年

第Ⅳ四半期以降，１つには「対米輸出増大」ともう１つには「財政金融緩和策」

とによって，景気回復の兆しが現れてくるが，しかしこの「わずかな」回復と

ともに物価が直ちに上昇に転じてしまう。そしてまさにこの「物価上昇」が

「足かせ」となって，それ以上の景気政策は抑制されざるを得なくなるから，

景気回復は足踏みし，結局は「景気停滞」が持続した。まさにこの帰結こそが

�「在庫の過剰化」に他ならず，それに引き摺られて，景気は再度低迷へと落

ち込む。その意味で，その「進行過程」としては，一応は動き出した生産増加

が物価上昇に掣肘を受けて短期間のうちに過剰在庫を生み出し，そしてそれ

が原因となってこそ，企業は再び減産に追い込まれていった�　　�のだと整理

されてよい。こうして，７６－７７年を通じて，「生産停滞―景気低迷」過程が持

続する他なかった理由が理解可能であろう。

最後に３つ目として，（ハ）「微弱な回復と再転換」局面をフォローしつつ，

８０年代景気変動パターンの集約を試みておきたい。そこでまず�その「契機」

から入ると，長期不況以降もはかばかしい上昇は確認できないものの，それ

でも，部分的な回復兆候が皆無なわけでもなかった。すなわち，例えば実質

���などのマクロ的指標から判断するかぎりでは大きな変化はなお検出でき

ないとはしても，ミクロ的な企業行動レベルでは，若干の上向き基調が部分

的には一応みて取れる。もう一歩具体的に示せば，７８年頃から，（Ⅰ）１つに

は製造業において設備投資が拡大方向に移ったし，さらに（Ⅱ）２つとして求

人関係などの雇用動向に関しても幾分かの改善傾向が進み始めた。しかし総
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合的にみてその盛り上がりは極めて弱々しかったから，その点で，（Ⅲ）特徴

的には「微弱な回復」という以外にはなかった。

そうであれば，この「微弱な回復」の�「特徴」が直ちに問題となるが，差し

当たりそれは以下の４点に集約可能であろう。すなわち，（Ⅰ）「微弱性」――

成長率が５％に止まる程の，その「景気回復力の弱体化」，（Ⅱ）「引締め政策と

の併存性」�　　�第２次石油危機に制約された，物価対策としての「景気抑制策

との同居化」，（Ⅲ）「超短期性」�　　�極めて短期での内需下方転換に起因した，

景気における「下降移行の迅速化」，（Ⅳ）「深刻性」�　　�「企業倒産・完全失業

者」の依然とした高水準基調に象徴される，「景気回復効果の不活発化」，まさ

にこれである。したがって，これらの４特徴からは，次のような構図が見事

に浮かび上がってくるとみてよい。要するに，低成長期・日本資本主義が，

スタグフレーションという，「物価上昇―景気刺激」のディレンマに困惑する

姿が一目瞭然なのだ，と。

したがって，以上を総合化すれば，この「微弱な回復」の�「本質」は結局次

のように整理できることになろう。つまり，この「微弱な回復」局面は，「過剰

資本整理の不徹底性」・「財政危機の深刻性」・「石油危機の甚大性」という「７０

年代型・３条件」に規定されて，その回復力は弱く，しかもごく短期間で後退

に転じてしまったという特性を発揮したが，そうであればその意味で，この

「微弱な回復」局面こそ，「『スタグフレーション』下における景気回復」の，ま

さしくその代表的な１つの「典型例」を形成したのだ�　　�と。

Ⅱ　組織化体系（Ⅰ） 　　 階級宥和策

［１］労資関係　次に，以上のような「基礎構造」を舞台として展開された，

国家による「体制組織化作用」の現実的過程へと視角を転回させていこう。そ

の場合，�　　�別の機会に繰り返し確定したように�　　�この「体制組織化」機能

のまず１番目は（２）「階級宥和策」に他ならないが，最初にその第１側面とし

ては，まず何よりも①「労資関係」５）こそがその焦点をなすといってよい。そ

こで第１に�「全体的背景」から入っていくと，取り合えず１つ目として（イ）

「基本動向」が押さえられる必要があるが，その場合の「労資関係的枢軸」は，
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いうまでもなく「賃上げ抑制―減量経営」にこそあろう。すなわち，�その「直

接的契機」が石油危機に端を発した「大幅賃上げ」にあったのは周知であり，

７３年の「石油危機」に起因する「狂乱物価」は，３２�９％という史上最高の賃金引

上げをもたらした。そしてこれが，他方での資源価格騰貴と相まって，企業

収益を大きく圧迫したのは当然であったから，「減量経営」路線をバックにし

て，そこから企業のバックラッシュが芽を吹いていく。つまり，�「企業対

応」が始まるのであり，この大幅賃上げに直面して，早くも翌７４年に日経連は，

「大幅賃上げの行方研究委員会」を発足させつつ強力な賃金抑制へと動き出し

た。そしてその場合に，賃金抑制の理論的武器となったものこそが「生産性基

準原理」に他ならず，そこでは，生産性上昇の範囲に賃金上昇率を抑えること

なくしては不況克服＝雇用維持は困難だ�　　�と主張された。まさに理論上の

「労資階級闘争」であろう。

そこで「資本側反抗」の�「結果」だが，労働者側の敗北が余儀なくされる。

つまり，日経連のこのような反撃は７５年春闘に直ちに反映し，事実，７５春闘

の要求獲得率はわずか４０％に止まったし，しかも７５年「スト権スト全面敗北」

以降には，そのダメージによって，賃上げ率は連年消費者物価上昇率さえも

下回った。実質ベースダウンといってよい。

しかし，このような資本側の攻勢を許した背後には，２つ目として，いうま

でもなく（ロ）「労働組合の変質」があった。改めて指摘するまでもなく，「企業

主義的協調組合運動」の主流化であるが，まさにそれが「資本の攻勢」を支えた

わけである。そこで（�）その「前史」を辿れば，前稿で確認した通り，その萌

芽はすでに６０年代高度成長期にあった。具体的にいえば，この「協調主義的労

働運動」は，６２年同盟（友愛会議）結成や６４年���・��結成においてその輪郭の

一端を現し始めていたが，他方での，国労・日教組・自治労を中核とする総

評・官公労運動のそれなりの活発化によって，その支配化は辛うじて抑制され

ていた。

そしてその抑制が外れる�「転機」が，７３年「第１次石油危機」と７５年「スト

権ストの全面敗北」とによって画される。すなわち，最初に「石油危機」後の７４

年８月における，「（賃金闘争は）経済成長に見合った実質賃金向上をめざした

闘争に転換しなければならない」（鉄鋼労連・宮田委員長）という，（Ⅰ）「経済
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整合性論」の提起がまず全体の皮切りをなしたが，ついで，（Ⅱ）７５年「スト権

スト全面敗北」によって，公労協内部の運動路線自体もその転換を余儀なくさ

れた。つまり，労働側ナショナル・センターレベルでの力学的関係に大きな

亀裂が進んだといえるが，さらにそれに決着をつけたものこそ，まさに（Ⅲ）

７６年「政策推進労組会議」の設立であった。積極的に政権党との「協調」が追及

されるに至る。

こうして「労働運動の変質」は�その「到達点」に帰着しよう。すなわち，７０

年代後半には，��路線＝企業主義的協調組合路線が，労働運動上におけるそ

の支配的基調を獲得していく。まさにこの意味で，「日本的労資関係」はこの

７０年代にこそ本格的にその確立＝定着を実現するわけであり，したがって，

７０年代は決定的なその転換期だったのである。

ではこのような「変貌」は，３つ目に（ハ）「企業組織―労働現場」とどのよう

に連動していたのだろうか。そこで最初に�「企業組織」から入ると，減量経

営という基本戦略の下に，この時期に多面的な企業組織の再編が進展をみる。

いわば「減量経営」のその現実的展開様式だといってもよいが，具体的形態と

しては，以下の２方向からの再編成が目立つ。つまり，まず第１のベクトル

は「企業内部」における組織リストラであって，例えば「事業部制組織の再編」・

「マトリックス組織の導入」・「分社化＝社内ベンチャー化」などがその代表例

をなそう。それに加えて，第２ベクトルとして「企業外部」関係の再構築も顕

著であり，周知のトヨタ「かんばん方式」・松下「連邦経営」などという，企業

間のグループ化管理体制がこの時期に急進展していく。そして，まさにこの

ような「企業・内―外部」を網羅した「企業組織の再編」を通じてこそ，生産・

販売・研究開発・財務経理・人事労務という企業の全レベルにわたる，経営

方針のその貫徹が強化されたわけであり，したがってそこにこそ，「日本的労

資関係」定着の，まさにその現実的機能が確認されてよい。

しかしそれだけではない。ついで，この「企業組織の再編」が，職務構造や

労働内容の転換を仲立ちにして，次に�「労働者管理システムの変質」へと接

続していくのはいうまでもない。そこでその変質のまず第１は（Ⅰ）「非正規従

業員の登場」であり，すでに指摘してきた，「組織＝労働過程再編」と「減量経

営＝人件費削減」とを動因として，例えば「派遣労働者・逆出向・下請労働者・
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嘱託・パート・アルバイト」などという「新型・労働者形態」の急速な普及・拡

大が進んだ。ついで第２として，このような「非正規労働者」の増大が（Ⅱ）「中

間労働市場」の拡大を意味した点が重要であろう。というのも，以上のような

「新型・労働者形態」増加は，「労働市場タイプ」という基準で括り直せば，そ

れは，「企業内・内部労働市場」と「企業外・外部労働市場」との「中間」を占め

る「『中間』労働市場」とでも呼称すべきもの�　　�に相当するからであるが，こ

うしてこの時期に，「企業経営戦略」と「中間労働市場」との密着度は急速に高

まったと集約できる。したがってこのように考えると，第３に，この７０年代

における「労働者管理システム変質」の（Ⅲ）「到達点」としては，結局こう整理

されてよいことになろう。つまり，「減量経営→人件費削減」という共通の意

図から出現して，一方では，「正規労働者」に対しては，その雇用量を減少さ

せつつそれへの「締め付け」を強化するとともに，他方では，「中間労働市場」

を効果的に活用することを通して，「非正規労働者」の増加を顕著に拡大させ

つつある�　　�のだと。

そうであれば，７０年代に進行した，以上のような「企業組織―労働現場の変

貌」が果たした，�その「現実作用」はどう理解したらよいだろうか。しかしそ

れはある意味では明白であって，まず何よりも（Ⅰ）「賃金コスト抑制」として

働いたのは当然であろう。というより，まさにこの人件費抑制をこそ主要な

眼目にして「減量経営―企業組織再編」が進められたというべきだし，事実，

先に具体的な数字で論証した通り，この時期での特に実質賃金の停滞は明瞭

であった。したがって，ヨリ立ち入った「作用」こそが重要であって，まずそ

れが（Ⅱ）「正規労働者の排出効果」をもった点が注目に値する。いうまでもな

く，「非正規労働者の活用」を「恫喝」材料にした，正規労働者の企業内からの

排出作用に他ならないが，具体的には，分社化・グループ企業化をも弾みと

しながら，本社従業員の系列会社への出向・転籍などが目立って実施されて

いく。その場合，そのターゲットが，比較的高賃金の中高年者層に置かれた

のは当然であったから，この作用が，結局，なお存在する年功賃金の中にお

ける，相対的高コスト層を本社内から「排出する役割」を担った点�　　�は，極

めて見易いことではないか。そのうえで，もう１つ軽視できないのは，（Ⅲ）

「組合運動への影響」だといってよい。なぜなら，こうした「減量経営―企業組
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織再編―新型雇用拡大」現象は，企業管理機構強化と相まって，組合員と非組

合員との同一職場内混在を決定的に広げる以上，そのことが，労働組合とし

てのその存立基盤自体を掘り崩さざるを得ないことは直ちに目にみえてこよ

う。その意味で，７０年代に進行した「企業組織の再編」過程は，その最も根底

的な「労資関係」次元においては，組合の組織率を低下させつつ，組合の，「職

場規制力＝労働条件規制力」を「さなきだに」弱体化させるという，まさにその

ような「現実的機能効果」を発揮したのだ�　　�と総括されてよいように思わ

れる。

以上を受けて次に，第２に�その「展開」へと立ち入っていこう。そこで最

初は１つ目として，「雇用形態の多様化→正規労働者統制強化」の特徴的手段

をなす（イ）「��＝統合策」が注目されてよいが，まずその�「成立背景」を押さ

えておきたい。さてこの��は，別の機会にみたように，高度成長期に姿をあ

らわし，協調的労働運動の台頭に立脚した「労使協議制」の進行と足並みをそ

ろえて普及が進んだ。事実，６０年代末には，鉄鋼・自動車などの重化学工業

を中心としてその採用が活発化し，例えば従業員５００人以上の中・大企業にお

いては約４割がその体制をスタートさせていたといわれている。このような

契機を前提としつつ，その目立った定着が確認できるのが，２度の石油危機を

経験した，当面の７０年代後半に他ならない。つまり，１つにはその普及範囲が，

重化学工業部門における生産点・労働現場から事務・管理部門，金融・サー

ビス分野にまで拡大したのみならず，もう１つとしてその普及割合が，従業

員５００人以上企業の約８割にまで達するに至った。こうして到達点としては，

��活動の圧倒的広がりこそが見事に検出可能だという以外にはない。

とすれば次に，�その「普及根拠」が直ちに興味深いが，それに関しては以

下の３ポイントが指摘可能ではないか。すなわち，（Ⅰ）「企業・経営からの組

織化」�　　�それが「品質」と「原価」に対する職務・作業改善活動として企業側

から明確に「動機付け」されること，（Ⅱ）「『擬似的』な『自主性』的性格」�　　�そ

れは「拒否できない」実質的な強制であるにもかかわらず，「建前」としてはあ

くまでも「自由参加」という形を取ること，（Ⅲ）「職場の連帯責任性」�　　�その

結果としての「成果あるいは失敗」は「班・グループ」全体の評価となって個人

を束縛すること，これである。まさに「巧妙な」仕組みという以外にはなく，
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「個人―集団」・「強制―自発性」というモザイク模様が一目瞭然といってよい。

以上をふまえると，ではこの��の�「本質」はどのように提起できるであろ

うか。さて，ざっと点検した通り，この��が，管理機構・職制体制と結合し

た，何よりも「上からの組織化」である点は否定できないが，しかし他方，そ

れが，企業および「職場共同体」からの「一方的強制」「のみ」によって運営され

た�　　�とは単純化できまい。というのは，��活動への実際的取り組みを媒

介として，労働者が，業務改善能力や組織能力などという労働能力上の向上

を習得し得る点も否定できない�　　�からに他ならず，そこにこそ，「労働能

力の向上」という「自己実現の意欲」と結びつきつつ，圧倒的多数の労働者が，

��活動へとまさしく「擬似的」かつ「積極的」に巻き込まれていった，その現実

的な根拠があった。

したがって，最終的に��の「本質」はこう整理可能だと思われる。すなわち，

それは，「労働者間競争の論理」を土台にして，経営者が，「自発性と強制性」

との精妙なバランスに立脚して構築した，現代日本型の「労働者支配管理シス

テム」以外ではないのだ�　　�と。

続いて２つ目に（ロ）「人事考課」の展開へと目を移そう。以上のようにして，

��活動は正規労働者に対する企業内統合のヨリ現実的な形態をなしたが，そ

の場合，この��が「潜めていた強制力」的機能を実効的ならしめるためには，

それが，「企業からの労働者査定」＝「人事考課」とセットになることがいわば

不可欠であった。そこでまず�その「背景」から入ると，７０年代に定着した「減

量経営」は，その基本的目論見として，「正規労働者のスリム化・総人件費削減・

労働者選別の強化」などのさらなる徹底化を試行したが，まさにその有効な手

段として利用されたものこそ，この「人事考課」だといってよい。具体的には，

経営者サイドからの，従業員への成績評価・業績評価を基準にしながら，正

規労働者内部において，例えば「賃金格差・職務格差・キャリア格差」などを

形成する�　　�管理体系を意味するが，６０－７０年代を境として，年功賃金体系

から能力給体系へと移行する過程で，労働者管理において，この「人事考課」

の果たす役割は格段に高まっていく。

そこで次に�その「展開内容」を追うと，まずその「内容」についてみると，

その広範囲性に驚く。いまざっとその輪郭を辿ると，そこには，「成績評価」
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はもちろんのこと，それに加えて，１つには，「企画力・判断力・指導力・渉

外力・管理能力」などの「能力評価」が含まれる他，２つには，「責任制・協調

性・規律性・積極性」という「態度評価」もが組み込まれている。まさにこのよ

うな「網羅的視角」を駆使してこそ，その評価が進められたといってよい。そ

のうえで，その「効果」にも目を注ぐと，何よりもその「巧妙性」こそが目立つ。

というのも，この評価形式は「形式的には」極めて「公正かつ平等」だからで

あって，具体的には，以下のような独特な「配慮」を細かく随伴させている。

つまり，「短期考課と（１０年以上の）長期考課との結合」・「敗者復活制の導入」・

「考課＝評価者の複数制」・「絶対評価と相対評価の組み合わせ」，などに他な

らず，その意味で，従業員評価における「公正・平等」への「形式的目配り」は

極めて周到だ�　　�というべきであろう。

そうであれば，結局，以下のような�「特質」が導出可能なのは当然といっ

てよい。すなわち，７０年代に浸透をみる「日本型・人事考課」は，職場におけ

る「労働者の全人格的評価」という広い位置づけを構築したのであり，した

がってそうであるが故に，�　　�単に労働者間において直接的に差別攻撃とし

て機能したのではなく�　　�，「危機に直面した」７０年代の労資関係を，まさに

それだけ有効かつ巧妙にサポートし得たのだと考えられる。

要するに最終的に３つ目として，（ハ）７０年代・労資関係展開の「全体的意義」

はこう総括されるべきではないか。つづめていえば，７０年代の労資関係は，

一方での「��活動」と他方での「人事考課」とが極めて効果的に接合させられ

ることを通して，職場・労働現場において，極めて緊張を孕んだ，まさに「刺

激鋭敏的・競争的・個別対立的」労資関係としてこそ構築をみたのだ�　　�と。

したがって，このような「７０年代型・労資関係」図式を不可欠の基盤にしてこ

そ「減量経営」が進行し得た点にも，もはや一切の疑念はあり得まい。

以上を前提にしつつ，第３に，このような「労資関係」を外側から規制した

ヨリ大きな「国家的労資関係」枠組みとして，�「臨調路線」が視界に取り込ま

れなければならない。そこで，最初に１つ目として（イ）「路線転換」の構図把

握が必要だが，体制側の�「課題」はまずどこにあったのか。さて，これまで

にフォローしてきた通り，日本資本主義は，「ドル・ショック」と２度の「石油

危機」とを「減量経営―労働現場管理」によって切り抜けてきたが，８０年代に
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入ると，円高進展と対外経済摩擦の激化によって新たな困難への直面が不可

避になっていく。換言すれば，一方での国債累積による「財政危機」と，他方

での産業構造の「ソフト化・情報化」による「産業再編成」とが，体制組織化を

巡る新しい規定要因として登場してくるのであり，したがって，この新局面

において「体制組織化」機能を現実に担いうる，まさにその新基軸の構築こそ

が�　　�８０年代に急務とされていこう。

そこで次に，�その「内容―意図」にまで進むと，以上のような「８０年代型・

体制組織化の新基軸」として体制によって打ち出された路線こそ，まさに「臨

調・行革」に他ならない。つまり，８１年３月に発足した臨調は，「増税なき財

政再建」をスローガンとして，「活力ある福祉社会の建設」と「国際社会に対す

る積極的貢献」という抽象的な目標を掲げたが，いま指摘したその出発の由

来からして，その現実的な任務が，「効率性と競争の最大限追求」イデオロギー

に立脚した，いわば「企業主義原理の『社会化』」にこそあったのは当然であっ

た。その意味で，臨調が背負った，「体制危機突破的任務」は明瞭だといって

よい。

そのうえで�その具体的「展開」へ進もう。その場合，この臨調の現実的動

向は微妙な路線的なブレを発揮するが，まず（Ⅰ）「出発点」にあっては，何よ

りも「増税なき財政再建」そのものが正面に据えられた。具体的には，８１年７

月に「財政的危機に対処するための緊急提言」が提起されて，歳出削減策を目

玉とした「財政合理化案」こそが打ち出される。そしてそのためにこそ「行政改

革」が必要だとされるわけであった。しかしこの基本スタンスはついで（Ⅱ）微

妙に「変質」する。というのも，８２年７月「第３次答申」および８３年３月「最終答

申」においては当初の「増税なき財政再建」は後景に退いて，むしろ「国民の自

助・自立，企業の自主的努力，企業間の自由な競争，地方自治体の自立」という

「新しい社会経済関係の創出」こそが最大課題として提起されるに至る�　　�か

らに他ならない。一見して，「危機突破を目指した新しい体制組織化システム

の構築」が明瞭ではないか。

このように考えてくれば，（Ⅲ）その「意義」はもはや一目瞭然といってよい。

すなわち，臨調の到達点としては，「財政再建」という所期の課題は体制組織

化構想全体の中に埋没させられつつ，「自主性，自立・自助，自由競争」型「経
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済社会への構造転換」こそがそのメーン課題に設定されたのであり，したがっ

てまさにそのような形でこそ，「８０年代体制危機」克服を目指して，「８０年代型・

体制組織化パターンの構築」が追及されたのだ�　　�と。

そのうえで２つ目に，この臨調路線の実行策として（ロ）「行政改革」が位置

づく。そこでまず�その「役割」が問題となるが，ここまでのロジックを前提

にすれば，８３年に臨調の後を受けて登場した「行革審」の任務が，臨調によっ

て提起された，前述のような「経済社会の再編構想」を現実に政策化していく

点に設定された�　　�のは自明であろう。まさにこのような方向性からこそ，「民

間活力論・規制緩和論」が台頭してくるわけである。いま�その「内容」をざっと

探ると，例えば（Ⅰ）「対外経済関係」�　　�為替市場・金融市場の開放，（Ⅱ）「科

学技術政策」�　　�各種制度の自由化・規制緩和，（Ⅲ）「行政サービス」�　　�自

由競争秩序の枠組形成・的確な情報提供，などが目立った。その意味で，こ

のような行政改革を通じてこそ，「市場原理の復活による経済活性化」・「その

主軸としての民間活力の育成」・「それを可能にする規制緩和の必要性」，とい

う基本理念の貫徹が強力に試行されたと判断してよいから，その点で，「臨調

―行革」のイデオロギー的特質はもはや明瞭ではないか。

したがって，最終的に行革の�「帰結」が以下のように整理されざるを得な

いのはもはや当然であろう。すなわち，行革論は，その到達点としては次のよ

うな３論点をこそその「骨組み」にするに至ったのであり，（Ⅰ）その「目的」�　　�

巨大企業の利潤確保の要請に円滑に対応するための体制作り，（Ⅱ）その「手

段」�　　�それの実現手段としての中央主導型・行政機構の再編，（Ⅲ）その「イ

デオロギー」�　　�それを支える理念としての民活・規制緩和論，これである。

要するに，臨調路線は変質を遂げながら行革論に収斂していく。

最後に３つ目として，「臨調―行革」の帰着点として（ハ）「分割・民営化」に

辿り着こう。そこで最初に（�）その「背景」からフォローすると，その決定的

契機となったのは，８２年７月の「臨調第３次答申」で提起された「国鉄改革」で

あった。つまり，「国労の狙い撃ち」を意図した，「不安定な労使関係による職

場規律の乱れ」や「収入に対して異常に高い人件費比率」という悪質なキャン

ペーンを盛り込みながら，その解決策としては，「分割・民営化による経営形

態の効率化」以外にはない�　　�と主張されていく。そして，この「国鉄改革」
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をまさに「本丸」としながら，３公社全体の民営化が始動していくわけである。

そのうえで，続いて�その「展開」に移ると，まず（Ⅰ）「出発」を画したのは

８３年６月の「国鉄再建監理委員会」の発足だといってよい。つまり，この委員

会は，先の「第３次答申」に基づきつつ中曽根内閣によって設置されるが，高

木・仁杉という２代の総裁を更迭させたうえで，国鉄民営化への路線を強力

に推し進める役割を担った。そこで（Ⅱ）その「内容」へ進むと，同委員会は８５

年７月に以下のような「最終答申」を出すに至る。具体的には，①「旅客部門６

分割，貨物部門１社への分割・民営化」②「余剰人員４万１千人の再就職斡旋

などによる整理」③「長期債務３７兆３千億円の３方式区分による償却」，という

図式であって，こうして，「国鉄の分割・民営化」はその「運命」が決せられて

いく。その結果，翌８６年１１月，自民・公明・民社の賛成で国鉄改革法案は可

決・成立をみた。

その場合，この国鉄分割・民営化の（Ⅲ）「焦点」は何よりも「余剰人員対策」

にこそ如実に表現されていよう。というのも，この分割・民営化の過程では，

労働組合に対して，「労使協調・労使関係正常化・分割民営化協力」という異

常なキャンペーンが繰り広げられつつ，新組織への雇用に対しては「露骨な

採用差別」が実行された�　　�からに他ならない。いうまでもなく，分割民営

化に反対した国労・全動労への不当な採用差別であって，この両組合の採用

率が他労組に比べて極端に低かったのは周知の事実ではないか。要するに，

国鉄分割・民営化の少なくとも１つの主要な目的がこの「国労・全動労つぶし」

にあった点は否定できず，したがってそれは，まさに「体制組織化」の１表現

以外ではなかった。

以上をふまえると，この「分割・民営化」の�「本質」は結局次ぎのように総括

可能だと思われる。すなわち，国鉄を「本丸」とした「分割・民営化問題」は，�　　

�本質的には�　　�単なる「経営改善問題」では決してなかったのであり，むしろ

そのエッセンスは，「臨調・行革路線の国民的定着」を目的とした，まさに「労

資関係の８０年代型再編成」にこそ求められるべきだ�　　�と。国家による「体制

組織化」の見事な一環とみるべきなのだ。
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［２］労働運動　そのうえで，「階級宥和策」の第２側面として②「労働運動」６）

が重要なことはいうまでもない。そこで第１に�「７０年代労働運動の現況」か

ら始めよう。そうするとまず１つ目として（イ）「組合組織化状況」のチェック

が前提となるが，最初に�「組合員数」推移はどうか。そこでいま「労働組合員

数」（１０万人）の数字を拾うと，この７０年代がまさに「冬の時代」であることが手

に取るように分かる。つまり，高度成長と対応しつつまず６０年＝７６→６５年＝

１０１へと約２５０万人もの増大を実現したが，しかし７０年＝１１６（１４０万人増）と

なってそのテンポを著しく落とすし，その後７０年代に入ってもさらに目立っ

た停滞を余儀なくされる。具体的には，７２年＝１１８→７５年＝１２５→７８年＝１２３→

８１年＝１２４という軌跡が描かれるから，７５年をピークとして，組合員数は７０年

代には顕著な停滞を続けるという以外にはない。その点で，これまでに検出

してきた，７０年代における，「企業管理の徹底化による，協調主義的労働運動

の支配化」と「分割・民営化を通した，体制による労働運動の封じ込め化」との

成果が明瞭に表出していよう。そしてそれが次に，�「組織率」（％）の低下に

直接反映しているのはいうまでもない。すなわち，７０年＝３５�４→７２年＝３４�３→

７４年＝３３�０→７６年＝３３�７→７８年＝３２�６→８０年＝３０�８という見事な減少ラインを

動くから，この組織率ベクトルからも，企業管理と体制組織化による「労働運動

への抑止的作用成功」がまさに曇りなく確認可能ではないか。「冬の時代」である。

そのうえで，このような「労働運動の停滞化」を�「路線別」にもみておこう。

いうまでもなく「総評系」と「同盟系」との「力関係」以外ではないが，６０年代に

おいて凄まじい勢いで進んだ，「総評＝凋落」対「同盟＝躍進」という典型的基

調は，この７０年代には一応は「一服化」に至る。事実，この総評・同盟両セク

ターの推移はそれぞれ，７０年＝傘下人員４２８万人（比率３７％）―２０７（１８）→７３年

＝４３４（３６）―２２８（１９）→７６年＝４５８（３７）―２２１（１８）→７９年＝４５５（３７）―２１５（１７）

→８２年＝４５５（３６）―２２０（１８）という数値を刻む。その点で，総評系も減少傾向

をもちろん免れてはいないが，他方，６０年代には，民間大企業中心になかん

ずく���・��を主力にして隆盛を誇ってきた同盟も決して伸びているわけで

はない。総合的にいって両者はほぼ拮抗関係を維持しているとみる他はない

が，公労協「スト権スト」実施やいわゆる「少数派組合」の健闘を通して，むし

ろ総評系労働運動の着実な浸透こそが目に付く�　　�とみるべきではないか。
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「７０年代型組合運動」の一象徴だともいえる。

そのうえで２つ目として（ロ）「労働争議」へも目を向けよう。そこでまず�

その「推移」から入ると，先の組合員数とほぼ同様に，概ね７５年を分水嶺とし

て増加から減少へと転じている。つまりざっと「総争議」（件数・百件，参加人

員・万人）の数値を追えば，７０年代前半では７０年＝４５（９１４）→７２年＝５８（９６３）→

７４年＝１０４（１４３２）となって着実に上昇をみるのに対して，この７５年を頂点とし

て，それ以降は７６年＝７９（７１８）→７８年＝５４（５３５）→８０年＝４３（５４６）と顕著な縮小

へと転じよう。一見して７５年期がその屈折点をなしていることが明瞭であり，

繰り返し指摘してきた「協調主義的労働運動」明確化の「効果」が現出してきて

いるが，この傾向が，さらに�「ストライキの退潮化」の側面でも確認可能な

のは当然といってよい。事実，「半日以上の同盟罷業・作業所閉鎖」の動向を

検出すると，例えば２２（１７２）→２４（１５４）→５２（３６２）→２７（１３６）→１５（６６）→１１（５６）

という経過を辿るから，このストライキの面からしても，７５年を画期とした

７０年代後半での，総体的な労働運動沈滞化基調についてはほぼ疑問の余地は

あり得まい。まさに「労働運動・冬の時代」であろう。

しかしそのうえでやや注意すべき点がある。すなわち，�「路線別」にみた

場合には，労働争議展開の内容に関して一定の相違が確認できる�　　�という

ことに他ならず，一方の「官公労」と他方の「同盟・��」との間にはむしろ性格

上の大きな乖離があった。というのも，６０年代後半以降には，同盟・��が民

間大企業を制覇することによって「協調主義的路線」が進み，その結果「労働争

議の沈静化」が支配的になるが，しかし他方，この時期は同時に，国労・動労

などを中心とする官公労運動においては，むしろ「組合規制力」が強化される

局面に当たっていたからに他ならない。したがって，先に示した数字には同

盟・��路線制覇の結果こそが色濃く表出されているとみるべきだが，いずれ

にしても，職場での組合機能を著しく弱体化させた同盟・��とはまさに対極

的に，「マル生運動打倒」などを掲げて闘った，官公労の，生産点での「対抗的

運動」の存在をも強く注視しておきたい。

最後に３つ目に，（ハ）その「転換」にも触れておきたい。こうして，「官公労

―同盟・��」の対立を含みながらも，７０年代・労働運動は総合的には「協調主

義的」基調のもとで停滞基調を脱し得なかったが，８０年代に入るともう一段
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の「困難な転換」に直面する。つまり，すでに検討した臨調路線が，労働運動

の「最後の砦」である国労・動労攻撃を強めるからであって，その一環として

８２年末には，国労運動における職場規制の土台であった「現場協議制」さえも

が，当局によって一方的に破棄されるに至る。臨調路線への吸収であるが，

しかし，このような転換に追い込まれた契機として「スト権スト」も無視でき

ない。

そこで第２に，７０年代労働運動の主戦場をなした�「スト権スト」に目を転

じていこう。最初に１つ目として（イ）その「展開」を確認しておく必要があるが，

まず�その「経過」はどうか。さて，７５年１１月から１２月に掛けて，公労協と地方

公労法関係労組１３単産は，�　　�４８年に政令２０１号によって奪われた�　　�スト

権の回復を目指して１９２時間のストライキに入った。ついで�その「背景」だが，

それに関しては以下の３点が確認されてよい。すなわち，（Ⅰ）その歴史的由

来からして，この「スト権回復」は官公労労働者にとってはまさに長年の悲願

であったこと，（Ⅱ）７０年代前後から職場規制力を強化してきた官公労にとっ

てはその実現性があったこと，（Ⅲ）当時の三木内閣の性格からしてその現実

的可能性が予測できたこと，の３条件これである。まさにその意味で一定の

必然性があった。

そのうえで，では�「スト権スト」の「本質」はどこに求められるか。そう考

えると，その「本質」は，（少なくとも体制・資本の側からは）「体制危機」の下

で，これからの「労資関係枠組み」を決定する，まさにそのような，「体制を巡

る争議」だと自覚して闘われた争議であった�　　�という点にこそ求められる。

換言すれば，体制側は，文字通り「階級間の抗争」として意識したわけであり，

そこにこそ「スト権スト」のその枢軸があった。しかしそれに較べて，労働側

にはこうした自覚的指向は相対的に弱く，その力点は「念願のスト権回復」と

いう次元になお止まったから，この体制的闘争は労働側の完敗に終わった。

そのうえでもう一歩その内実に立ち入って，次に２つ目に（ロ）「敗北要因」

へと目を向けよう。そこでまず�その「客観条件」だが，何といってもいわば

多方面からする「スト批判」の「重さ」が大きい。その場合，そこには，同じ「労

働者階級」として持つべき「社会的連帯意識の欠如＝『人権感覚』の薄さ」が極

端に表出しているが，結果的には，マスコミの冷淡な論調とも相まって，特
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に「スト権スト」の途中からは，官公労に対する，「未組織労働者」をも含む「大

衆」からの批判が強まった。しかし見過ごしてはならない点は，この７５年当時

といえば，民間企業では「減量経営」によって極端な締め付けが進行している

局面であり，したがってその中で，いわゆる「親方日の丸」の官公労が長期ス

トを構えたことに対しては「即時的な反発」が沸騰した�　　�という事情では

ないか。まさにその意味で，この現象は，７０年代における民間労働運動窒息

化のそのネガ画面だともいえよう。

ついで，それとの関係で�官公労側の「主体条件」も大きかった。なぜなら，

官公労は，以上のような「表層的＝非社会的」な「大衆的批判」に対して，それ

に正当な反論を加えつつ「世論」をむしろ変えていく努力をせずに，その「世

論」に「迎合」する以外になかったからに他ならない。したがって，先にも指摘

した，組合側における，「スト権ストの本質」に対する体系的認識の欠如とも

重層して，官公労が「大衆批判」に無批判的に「擦り寄る」姿勢を取った点こそ，

「スト権スト」が何の成果もなく敗北した，その根本的要因なのではないか。

こうして，最終的に�こう「集約」できよう。すなわち，７５年「スト権スト」は，

６０年「三池闘争」と比肩しうる，資本―労働関係レベルでの，日本階級闘争の

一大頂点だったといえるが，その決戦場において，日本労働運動は，その適

切な理論構築を怠ったが故に，「戦後史上最大の手痛い敗北を経験する」以外

にはなかった�　　�のだと。

こうして「スト権スト敗北」を決定的境目として，�　　�すでに凋落の坂を下

りつつあった同盟・��はもちろんのこと�　　�一定の勢力を蓄えつつあった官

公労も一転して守勢に回らざるを得なくなったが，では「対抗的な労働運動」

は全滅に至ったのであろうか。しかしそうではなかった。このような崩落傾

向の中でも，３つ目として，以下のような（ハ）「少数派運動」も決して無視はで

きないといってよく，まず最初に�「民間大企業の『少数派組合』」はどうか。

これらの集団は，主として，すでに支配力を確立した同盟・��系労組内部に

おける，いわば「資本に対する闘争的・対抗的潮流」を代表しているが，その

大部分は，５０～６０年代での組合分裂に際して「第１組合」に止まった戦闘的労

働者を主力とするものに他ならなかった。そしてその系譜は量的に一定の広

がりをみせているし，さらに質的にいっても，長期に亘って持続的な展開を
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維持しつつ，多くの軽視し得ない成果を挙げてきた点にも十分な注意が必要

であろう。しかし，この「少数派組合」の何よりもの意味は，むしろ，このよ

うな「少数派」の奮闘が，「協調主義的路線」のエスタブリッシュ化という絶望

的職場情況の中で，資本による労働者管理の進展と労働諸条件悪化とに対す

る唯一の「歯止め」になっている�　　�という，その「労働者組織としての原型

性」にこそあるのであって，同盟・��路線支配下における，「少数派」の象徴

的役割は決定的に大きい。

ついで�「中小企業組合」の運動にも注意が必要ではないか。先にも指摘し

た通り，７０年代において組織労働者の総体は一定の凋落を余儀なくされたが，

しかし労働組合数自体としてはむしろ増加をみせていた（７５年＝３万３千４００

→８３年＝３万４千５００）。その場合，この組合数増加こそ，中小企業労働者が

新たに組合を組織しつつ資本に対抗している現実の反映であることはいうま

でもないが，まさにこの「中小企業組合」の新展開の中でこそ，以下のような

「独創的な新戦術」も効果的に提起されていく。すなわち，まず１つは「総行動」

と呼ばれる，「バックで支配する独占資本に対する責任追及運動」（全造船機械

玉島分会など）であり，そしてもう１つこそ，労働者による，倒産企業の自主

生産という「自主管理闘争」（浜田精機・虫プロ・ペトリカメラ・グロリア・パ

ラマウント製靴など）であったが，これらを軸にして，ユニークな取り組みが

実施されたのはいわば周知のことであろう。

そこで最後に，この「少数派組合運動」の�「意義」を全体的に総括しておけ

ばこういえるのではないか。すなわち，もちろん，このような「少数派組合運

動」が単に量的に拡大していけば「多数派」に到達するとは決して楽観はでき

ない。むしろ，その闘争理念がラディカルであるが故にこそ，かなり長期に

亘って「少数派」の位置に止まる可能性が大きいが，しかしそこに，「労働運動

の獲得すべき『可能性』」が大きく秘められていることには疑問はない。言い換

えれば，「労働者が自らの意思と主体性に立脚して生産に参画する」という方

向性がそこに確認できるのであり，まさに「労働運動の可能性」が検出できよう。

以上を前提にしてこそ，第３に「労働運動」の�「全体的総括」が浮上してく

る。そこでまず１つ目は（イ）その「基本視点」だといってよい。すなわち，す

でに検討してきた通り，７０年代・低成長期の過程で，「危機に直面した労資関
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係」の展開としては，「７０年代前半＝体制危機深化」→「７０年代後半＝体制側か

らの逆攻勢」という「政治過程動向」をも取り込んで，「臨調路線」に立脚した

「労資協調主義」の支配化こそが基本的に定着をみた。そしてそこから，「労資

協調型」というこのような「７０年代型・労資関係」の，その現実運動的表現形こ

そ「７０年代型・労働運動」の具体像に他ならない�　　�という関連が帰結したの

はいわば当然であった。その意味で，「７０年代型・労働運動」が，「７０年代型・

労資関係」の，まさにその運動論的帰結であった点こそが，くれぐれも重要だ

といってよい。

この「基本視点」を土台として，次に２つ目に（ロ）その「総括内容」へと進む

と，以上のような性格をもつこの「７０年代型・労働運動」は，結局以下のよう

な３類型に即して展開してきたと整理できよう。すなわち，まず最初は�「民

間大企業組合」運動であって，取り分け同盟・��系労働運動がその決定的な

典型をなす。繰り返し指摘してきたような，「個別企業組合―従業員代表制」

に立脚して，「企業主義的・協調主義的」行動を展開する点にその特徴を有し，

それを通して，「パイ分配要求型・経済闘争」に奔走する傾向が強い。まさに

この路線定着こそ７０年代型・労働運動の段階的特質をなしたが，それが，「資

本への対抗」という「労働運動の本質」を喪失させて，「冬の時代」を招来させた

のは自明ではないか。しかし，この「第１潮流」主流化が，「組合民主主義」を

空洞化させつつ「組合内反対派＝少数派」を差別・排除する傾向が事実として

強かったため，そこから，�「少数派組合運動」が派生してくるのもいわば必

然であった。そしてそれは，中小企業組合とも連帯して「原則的な資本への対

抗」路線を堅持して闘ったから，たとえ勢力としては決して大きくないものの，

「自主生産・自主管理闘争」などを通じて，「労働運動の希望」を高く掲げる意

義をもった点は否定できまい。まさに「７０年代型・労働運動」の特質であろう。

そのうえで，いうまでもなく�「官公労・労働運動」がその「独自の色調」を

示した。しかしその帰趨は劇的であって，すでに確認したように，この路線

は７５年「スト権スト敗北」を分水嶺として決定的な転換を遂げていく。つまり，

６０年代－７０年代前半においては，「原則的な対抗路線」と「強力な職場規制力」

とを確立したこの「官公労運動」は，それへの「基本的な階級分析」を欠落させ

たが故に敗北した「スト権スト」を画期として，まさに一挙に自滅路線への墜
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落を余儀なくされた。こうして有力な「対抗運動」は消失する。

最終的に３つ目として，（ハ）こう「集約」が可能になろう。要するに，「７０年

代・労働運動」の帰結としては，以下の「３潮流」構成に帰着したわけであり，

�「同盟・��路線の強化」�　　�協調主義・企業主義的運動の支配徹底化，�

「官公労路線の破綻」�　　�「民同左派」運動の構造的弱体化，�「少数派路線の

奮闘化」�　　�残された「最後の可能性」の追求化，という３構成区分が残され

る。したがって，「少数派運動」を唯一の「対抗可能性」として，「７０年代型・労

働運動」は，「資本・体制への対抗力」を自らほぼ基本的に喪失していく。その

点で，体制側の「階級宥和策」は，この７０年代に大きくその深化を実現したと

いってよい。

［３］社会保障　続いて，「階級宥和策」の第３側面こそ③「社会保障」７）に他

ならない。さて経済の低成長化とはいわば裏腹に，この７０年代は，いわゆる

「福祉元年」期と命名されて社会保障上の大きな画期ともなっているが，では，

そこではどのような政治・社会状況が現出したのであろうか。そこで第１と

して，まず�この「福祉元年の必然性」こそがその焦点をなすが，最初に１つ

目に（イ）その「基本要因」はどうか。そのように視点を確定すると，「必然性」

のその「基本」が，何よりも従来の社会保障制度自体の未成熟性そのものにこ

そあったのは自明といってよい。すなわち，高齢化社会の入り口を迎えた７０

年代初めにおいて，従来の社会保障制度が国民生活に対応し得ない状況が明

白になってきたことに他ならないが，それは例えば以下の３点について特に

顕著であった。具体的には，�「給付水準の低さ」�　　�物価高状況下での各種

保険給付レベルの絶対的低位性，�「制度のミスマッチ」�　　�「保険金納入者

層＝生産年齢人口」と「医療需要年齢層＝老年人口」とのミスマッチ化，�「医

療財政の赤字化」�　　�政府管掌健康保険を中心とする財政赤字問題，である

が，まさにこれらの未成熟性によって制度の新設・改正が要請されていく。

ついで２つ目に（ロ）その「誘因」としては「経済的要因」が大きい。つまり，

７０年代における経済環境の変化と対応しつつ，「社会保障の充実→消費性向上

昇→国内消費需要刺激」というロジックで，景気対策上からも社会保障の改善

が指向されたといってよい。その場合，この経済条件の変質としては，対外
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経済摩擦の激化・環境問題の噴出・経済成長路線の歪み表面化・所得格差の

顕在化・景気後退深刻化，などが特徴的だが，このような７０年代における経

済問題の累積化こそが，社会保障システム改正を不可避にしたのは当然で

あった。そのうえで３つ目に，社会保障充実化の（ハ）「具体的引き金」となった

のはいわば「政治的要因」に他ならない。やや具体的に指摘すれば，�「７１年６月

参院選」�　　�自民党敗北による「保革伯仲の開始」，�「７２年１２月衆院選」�　　�

インフレ昂進による自民党の伸び悩みと「保革伯仲の本格化」，�「革新自治体

の登場・拡大」�　　�その「福祉先取り」の住民への浸透・定着化，という事態

が進展したわけであり，そのような「政治的危機の深化」が，体制をして，「福

祉元年」への着手を必然ならしめたといってよい。

以上のような，まさに「７０年代の『固有要因』」に誘引されてこそ，「福祉元年」

はその進行を始めていくが，このような「必然性」をふまえつつ，次に第２に

早速�「内容構造」へとその分析メスを入れていくことにしよう。そこで最初

に１つ目に（イ）「基幹改正」から点検していけば，まず第１の焦点は�「老人医

療費支給制度の新設」であろう。いうまでもなくこの制度は医療保障の一環で

あり，７２年６月に成立（７３年１月施行）しているが，その内容としては，７０歳

以上の老人のうち，被雇用者医療保険の被扶養者および国民健康保険の被保

険者に対して，医療保険の自己負担分を国・地方公共団体が肩代わり負担す

る�　　�という点がその柱をなした。いわば「自己負担分の公費による肩代わ

り」に他ならないが，実態としては，むしろ「老人医療の無料化」というスロー

ガンで受け止められた点にこそ，そのイデオロギー効果が発揮された。つい

で焦点の第２は�「医療保険の改正」が担った。具体的にみると，いうまでも

なくこの改正のポイントは「健康保険」にこそあったが，それは，７３年９月に

成立し同１０月施行という手順が踏まれた。その際，この改正の新たな特徴は，

従来からの「医療保険の適用拡大・普及」という量的側面から，「給付水準の改

善」といういわば質的側面への変遷という点でこそ把握されてよく，取り分け，

８個の医療保険分立並存の下で進行してきた，制度間における，負担・給付

両面での格差を，「負担―給付の不均衡是正」を通して解決しようとした�　　

�わけである。そして，その現実的解決方策こそ「給付水準の充実」に他ならな

いという連関になるのであり，まさにその結果，被扶養者・給付率の５０％か
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ら７０％への引き上げが実現されていったといってよい。

そのうえで第３焦点こそ�「年金保険の改善」であるが，その中核には「厚生

年金保険」があった。すなわち，７０年代に入ると，経済成長にともなう年金水

準の相対的低下と，消費者物価騰貴によるその絶対額の不十分性とが目立っ

てきたから，当時の政治危機状況にも即発されて田中首相の意欲がその実現

を早めた。具体的には，７３年９月成立・同１１月施行というプロセスが進み，

結果的には，１つには「５万円年金」という年金水準の引き上げと，もう１つと

しては，年金・実質価値の維持を目指した「物価スライド制」とが実現をみた。

まさにここにも，７０年代政治危機からする，大きな側圧の存在が明確であろう。

以上の３本が「福祉元年」のいわば「３本柱」だが，ついで考慮すべきは，次

に２つ目に，この「３本柱」の（ロ）「前提」としては「児童手当の新設」があった。

そこで最初に�その「経過」を追うと，同手当はまず７１年５月に成立に至るが，

ついで翌７２年１月からは三段階にわけて実施の運びとなり，最終的には７４年

４月よりの完全実施を向かえた。ついで�その「意義」に移ると，それは何よ

りも，日本における「最後の社会保障制度」であり，換言すれば「社会保障制度

を完成させるもの」という点にこそ求められてよい。まさにこの児童手当の発

足によって，日本の社会保障体系は，「社会保険・家族手当・公的扶助・社会

福祉」という４大要因から構成される，一応の整備された制度体系になったの

であり，ようやく，制度体系面では，先進西欧諸国のレベルにまで漕ぎ着け

たともいえる。

しかし�その「限界」もなお無視はできまい。すなわち，その給付水準が不

十分なことに加えて，厚生省の行政機構上は，社会福祉中の「児童福祉」の一

環として従属的に位置づけられるに止まって，独立した社会保障構成要素と

して扱われてはいない�　　�のだと。

最後に３つ目として，この「３本柱」への（ハ）いわば「付加制度」として「雇用

保険の発足」にも注意を要する。つまり，「失業保険の改正」に他ならないが，

その実現は，折からの「低成長経済化」とも連関して一定の遅れを余儀なくさ

れ，７４年１２月成立・７５年４月施行というスケジュールを刻んだ。その場合，

この制度については以下の２面からの性格付けが重要であって，�まず一面

では，高度成長の帰結として表面化した，若年労働者を中心とした「労働力不
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足」との関わりが大きい。しかし�他面，この７０年代には経済停滞の進行もが

顕著になったから，この方向からは，むしろ中高年層における「労働力過剰」

への対処という作用も無視できなくなってくる。したがって，この「雇用保険」

は，�総合的には，７０年代経済の深刻な動揺を雇用面から緩和しつつその「受

け皿」となる�　　�という役割を担って登場したわけであり，その「７０年代的性

格」は極めて明瞭であった。

以上のようにして「７０年代・福祉元年」が進行を遂げたが，それは８０年代へ

の転換期に大きく「暗転」する。そこで最後に第３に，�「８０年代・制度改革＝

変質」へと視点を転回させねばならない。そこで最初に１つ目に（イ）「制度変

化」の構造を押さえていく必要があるが，まず�その「契機」はどうか。さて，

これまでフォローしてきた「福祉元年」基調は，すでに７５年段階から「福祉見直

し論」を随伴させつつも，７０年代いっぱいは一応その路線を維持した。しかし，

具体的には８０年６月の「ダブル選挙」＝自民党圧勝を受けて，そのトレンドは

大きく転換を遂げる。つまり，国庫負担の増大によるこのような社会保障の

拡充は，いうまでもなく「財政における負担と給付のアンバランス」を生じさ

せていたが，それに対するバック・ラッシュが，まさにこの「自民党圧勝」を

契機にして噴出し始めるわけであった。事実，政府のスタンスは８０年度予算

編成期に激変し，財政赤字を招来させた原因として，石油危機対策と並んで，

この社会保障拡充が強く押し出されつつ，それへの取り組みとしては，「真に

必要な施策について，重点的に経費の配分を図ること」という方針が前面化す

る。「社会保障優先政策」はここでまさにその逆へと転じていく。

そのうえで，このような「逆転」の�「背景」は何か。さて，このような政府

の路線変更によって，社会保障に関する，「給付の重点化・適正化・公平化」

などがスタートするが，その場合，それを必然化させた要因としてはおおよ

そ以下の３つに整理できよう。すなわち，（Ⅰ）「財政再建の緊急性・国家財政

能力の低下」という経済条件，（Ⅱ）「就業構造の変容・高齢化社会の到来」とい

う社会条件，（Ⅲ）「自民党のダブル選挙勝利・国民の『生活保守主義化』」とい

う政治条件，などに他ならず，これらが総合化して，「国民自助努力を前提と

した効率的な国家運営」という，「社会保障の『制度改革』」が始動していく。

以上を下敷きとしつつ，次にこの「制度改革」の�「展開」に立ち入っていこ
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う。そこで「改革＝福祉削減」の第１は（Ⅰ）「医療保険の後退」であって，１つに

は「老人保健法の改悪」（８３年２月）ともう１つには「医療保険の給付率引き下

げ」（８４年１０月）とが強行された。ついで第２が（Ⅱ）「公的扶助の削減」であって，

そこには，「生活保護における基準額・決定方式・負担転嫁・格差拡大」（８３－

８７年）と「児童手当対象範囲の縮小化」（８５年６月）とが網羅された。それに加え

て第３として何よりも（Ⅲ）「年金保険の制度変更」が大きく，具体的には，「厚

生年金保険制度の再編・給付水準の適正化・国庫負担の削減」などが盛り込ま

れたといってよい。こうして，８０年代には「制度改革」というスローガンの下

で，「福祉元年」ではその「焦点」に置かれた，「老人医療・医療保険・年金保

険」という「３本柱」が，まさにことごとく「改悪・削減・後退・見直し」に直面

させられていく。

こうみてくると，２つ目として，この「制度改革」の（ロ）「特質」がまさしく鮮

やかに浮かび上がってこよう。すなわち，「財政危機と高齢化社会」に規定さ

れて，８０年代初頭に現実化したこの「社会保障の『制度改革』」の根底には，結

局，以下のような基礎的土台が厳存していた�　　�「８０年代における『体制的危

機の緩和』を条件としつつ，『財政危機』に促されて，『階級宥和策』に対する『国

家責任の縮減』が現実的に実行された」という「基礎的土台」が�　　�。そしてこ

の「国家責任の軽減」が，まさに「国庫負担の削減」と「社会保障カバー領域の縮

小」を通じてこそ試みられたのは，もはや自明のことではないか。

したがって最後に３つ目に，８０年代・社会保障の（ハ）いわば「本質」は以下

のように総括されてよい。すなわち，「体制的危機の深化」に直面して，それ

への不可欠の「階級宥和策」として拡充をみた７０年代の「福祉元年」路線は，ま

さにちょうどそれとは「逆の連関」において，８０年代の「体制危機の後退」局面

では，この「階級宥和策機能の一定の緩和化」を客観条件とすることによって，

むしろ「財政再建」を課題にしつつ，「制度改革＝社会保障後退」へとその転換

を迫られた�　　�のだと。まさにこれらの「両面規定」の総体から導出可能なそ

の「本質」を通じてこそ，「社会保障＝階級宥和策の不可欠の一環」という，「現

代資本主義の体制維持機能」に関する，その基礎命題が改めて論証できるよう

に思われる。
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Ⅲ　組織化体系（Ⅱ） 　　 資本蓄積促進策

［１］金融政策　取り急ぎ，国家による「体制組織化」の第２機能を構成する

�「資本蓄積促進策」へと移ろう。最初にその第１側面は①「金融政策」８）だと

いってよいが，この金政策の現実的効果が，何よりも，７０年代低成長に対応

した，「有効需要創出を条件とする資本蓄積への刺激付与」にこそ求められた

点�　　�には多言を要しまい。そうであればまず第１に，この金融政策に立脚

した「有効需要創出」の起点は何よりも�「日銀信用」動向においてこそ発現し

てこよう。そこで最初に１つ目として（イ）「日銀信用総額増減」（１００億円）に注

目すれば，そこからは極めて明瞭な「景気変動との連動性」こそが検出可能と

いってよい。つまり，それは７０年＝１１４→７１年＝△２１７→７２年＝２０３→７３年＝６４５

→７４年＝８１→７５年＝△９６（第７表）という軌跡を描くから，この数字列からは

以下の２つのポイントが手に入る。すなわち，まず１つは全体としては顕著

第７表　日銀信用と国債オペレーション状況

  ������������������������������������������（単位:億円）

日　本　銀　行　信　用  ���項目

年度  ��� 売出手形買入手形債権売買貸　　出 うち買入国債

－－－△１,８５５２,９７５１,１２０１９６５

－－６５３５,６２４９３０６,７０１６６

－－５,６３９８,８５０△１,３７１７,７９０６７

－－２,６９３４,０９８△１６９４,０９２６８

－－２,４４７４,５２６４,２６９９,８００６９

－－７,０１８８,１０２４,３８５１１,４４４７０

△２,０００－△１,０００△１,５０１△１７,７８０△２１,７４９７１

１,８７５７,９５３△８８５△１３５１０,７９５２０,３７３７２

１２５３５,７９８２４,９６２２６,７２０１,８６７６４,５１０７３

－△５,０２１１５,８６３１６,０１７△２,８２０８,１７６７４

－△１５,４５３５,９９１５,７０１１５１△９,６０１７５

（注）　１）買入国債額は推定。
　　　２）△は回収，あるいは売却超過を表す。
（資料）前掲『経済統計年報』昭和５３年版，野村総合研究所編『公社債要覧』１９７６年。
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な増加基調にある点であって，日銀信用が総体としては，７０年代・低成長を

「有効需要の人為的拡張」という側面から持続的な補完を試みたこと�　　�が

まず否定できない。したがってこのベクトルからすれば，「日銀信用の資本蓄

積促進」的役割は明瞭だが，しかしそれだけではない。そのうえでもう１つと

して，「ドル・ショック不況」の７１年と「第１次石油危機」に当たる７５年での「回

収超過」もが目に付くのであって，ここには，「企業投資停滞→銀行与信縮小」

をいわば「受動的」に受け止めつつ日銀信用拡張がスローダウンしたこと，が

反映されていよう。まさにその意味で，増減の両方向からする，７０年代日銀

信用の，その「資本蓄積調整機能」が確認されてよい。

そのうえで２つ目に，この点を，「日銀信用」の大宗を占める（ロ）「貸出金」

動向（１００億円）にまで立ち入って確認すると，以下のようであった。すなわち，

７０年＝２３５→７３年＝２２１→７６年＝１９５→７９年＝２４４（第８表）と推移する以上，ド

ル・ショック期および２度の石油危機期を中心とする，７０年代全般に亙るほ

ぼ一貫した「貸出増加」こそが一目瞭然ではないか。したがって，「日銀→民間

銀行→企業」へと貫徹する「有効需要創出」ルートの，７０年代におけるその全

開作用が，まさにこの「貸出金」動向においてこそ立証可能とみるべきであり，

したがって，先にチェックした一定の「スローダウン」運動は，むしろこの「貸

出」以外のルートを経由して実行されたのだと判断できよう。有効需要創出作

用の基軸である。

それに加えてさらに軽視できないのは，いうまでもなく３つ目に（ハ）「国債

買入れ」状況（千億円）に他ならない（第８表）。というのも，�　　�後に詳述する

通り�　　�７０年代・低成長過程で赤字国債の激増が進行するが，それが「日銀

信用」に対して「国債オペレーション膨張」となって反射するのは当然だから

であって，事実，それは次のような数値を刻んだ。つまり２３→２２→８３→１３２と

いう数字が拾えるから，例えば高度成長期には６０年＝５→６５年＝９というレ

ベルであった点を考慮すれば，７０年代における，「日銀の国債購入」規模の異

常性には目を見張らされる以外にはない。したがって，「国債→財政」という

「有効需要創出の政府ルート」に関しても，金融政策は，まさにその基本土台

を提供していたわけである。

では次に，この「日銀信用」は�「銀行券発行」動向へどのように連関しただ
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ろうか。周知の如く，これまでに辿ってきた，日銀信用を通す「有効需要調節

機能」運動は，現実的には「日銀券発行」地点においてこそ発現すると把握でき

るが，この「発行銀行券」（千億円）は以下のように動いた。すなわち，５５→１００

→１４０→１９０（第８表）という経過であって，一見してその膨張振りには驚かさ

れる以外にはあるまい。しかも，その膨張画期が，１つには「ドル・ショック

→第１次石油危機」局面ともう１つには「第２次石油危機」局面とにある点を

も勘案すれば，このような「銀行券増発」が，「不況対策」の一環としてまさに

「有効需要創出」に連関して実行された図式は�　　�ほぼ誤りなく手に入ると

第８表　日本銀行主要勘定

  ������������������������（単位　昭和20年まで100万円　昭和25年から億円）

負　　　債資　　　　　　　産
年末

金融機関預金発行銀行券海外資産その他債券国　　債政府貸上金貸出金

昭和年

１１２１,７６６７２９１１８８４１１０
２２８４,７７７３,９４８２８１７１５
４,１５９５５,４４０７,１５６２）１１,２２０３７,８３８２０

３１４,２２０…１,３６７６３０２,６９０２５
２０６,７３８１,８４８５,５３６１２４４７３０
３５６１２,３４１３,０８７５,６９１－５,００２３５
８８５２５,６３８３,７１３１,５７１９,３００－１６,２７６４０
２,９８３５５,５６０１１,２３２４,４３２２３,８１３－２３,５３４４５

買入手形

２,９４７６４,０７７４７,９７９２００１５,４３０－６,８０８４６
３,７３５８３,１０７４９,７２６７５９１０,２１４７,１５９２１,２２１４７
１６,４０９１００,９９１３７,２５２１９３２２,５０４４０,３２５２２,１９５４８
１９,９４０１１６,６７８３４,８８８１,８４９５２,５０１４１,８３０１６,７８１４９
１５,５１６１２６,１７１３５,０６０３,００８７３,９４５２３,２３７１７,７７３５０

１３,６１３１４０,２００３６,８８５１,７２５８３,６４２２５,０００１９,５５８５１
１２,７３９１５４,３８０４７,８６０９９２８０,９１１３０,０００２２,３１４５２
１５,４００１７７,０９３３５,０９３４４０１１３,３１２２８,５００２６,６７９５３
１５,８８７１９０,６８６２４,９０９３４３１３２,７３４３５,５００２４,４２１５４
２６,４４２１９３,４７２２１,８９３３１８１５８,３５１３２,０００２３,２９０５５

１）昭和１０年以前の系列はⅠ－２表を参照。
２）債券を含む。
（資料）『日本金融年表・統計』（東洋経済新報社）１９７頁。
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いうべきであろう。こうして，「日銀信用→貸出→発券」という経路で「需要創

出作用」が現実的に浸透していく。

以上のような「金融政策」が果たした，「資本蓄積促進」的な個別機能を前提

としながら，最後に，「低成長期・金融政策」が「総合的」に担った，�その「景

気調整型機能」をも集約しておこう。そこで最初に１つ目に（イ）その「景気拡

張策」的役割がいうまでもなく重要だが，その焦点はいわゆる「調整インフレ

政策」にこそあった。そこでまず�その「意図」だが，それは，一面での「不況

対策」と他面での「円切上げ回避策」とのいわば合成政策を意味した。すなわち，

まず前者の側面では，通貨量の人為的拡張を通す「有効需要の創出」によって，

企業サイドでの「投資拡大」と消費者レベルでの「消費拡大」とを刺激し，その

結果として「景気引き上げ」を目指す�　　�という点にその目的が設定された

と考えてよい。まさに「景気対策」型発想に他ならないが，しかしそれだけで

はなく，後者の側面からは，さらに次のような政策意図もが追求されていく。

つまり，同じ通貨量膨張が，「物価上昇」と「金利引き下げ」とを同時にもたら

すことを根拠にして，それが結果的に「円安」を誘導する�　　�と見込まれつつ，

その「円切上げ回避」効果こそが重視されたわけであろう。したがって，「調整

インフレ政策」は他面で「為替政策」でもあった。

そこで，この「景気拡張策」の第１の典型例はまず�「日銀券増発」に他なる

まい。そしてこの「発券増大」状況の数量的実態についてはすでに別の箇所（第

８表）で指摘した通りだが，例えば，７１年ドル・ショック局面や，７３年・７９年

の２度の石油危機局面において，日銀券増発が顕著に進行したことはすでに

周知のことであろう。そのうえで第２の典型例こそ�「公定歩合の引下げ」（第

１図）であって，例えばドル・ショック期での，７０年１０月（６�２５％→６�００％）か

ら７２年６月（４�７５％→４�２５％）に至る６次に亘る引下げは，その代表例としてつ

とに著名といってよい。まさにそれを起点として景気拡張への点火が試行さ

れたわけである。

しかし，「景気調整型機能」は２つ目として（ロ）「景気抑制策」機能も無視で

きない。すなわち金融政策は，他面で「総需要抑制策」の一環としても作用し

たのであるが，まず�その「意図」はどうか。その場合，いうまでもなくその

「意図」としては，直前に指摘した「調整インフレ政策」の「後始末」という性格
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が決定的だが，具体的には，「原油を中心とした資源コストの上昇」を土台と

しつつ，通貨量増大の帰結としての，「インフレ昂進・過剰流動性膨張・企業

投機拡大・資産価格騰貴」が無視できないレベルに達した。まさにこれらの諸

弊害への対応を目指してこそ「総需要抑制策」への着手が余儀なくされていく。

そうであれば，この「景気抑制策」のまず第１パターンが�「公定歩合引上

げ」（第１図）であるのは当然であろう。つまり，具体的には，「７３年４月→同

１２月に亘る都合５度の引上げ」・「７４年全般を通した高位水準維持」・「７９年４

月→８０年３月に及ぶ連続５度の引上げ」などが特徴的であり，その結果，景気

抑制に対して大きな効果を果たした。ついでもう１つ，�「預金準備率の引上

げ」こそが第２パターンをなそう。その際，この預金準備率の変更はそう多く

はないが，例えば７３年中の４次に亘る引上げはその典型とみてよく，一方で

公定歩合上昇を補完しながら，他方では，市中短期金利やコール・レートの

上昇をも誘導する効果を果たした。こうして，金融政策の「景気抑制作用」も

一目瞭然なわけである。

したがって３つ目に，金融政策の「景気調整作用」は総合的にこう（ハ）「総

括」可能ではないか。つまり，７０年代・金融政策は，一面では，「調整インフ

レ政策」という「景気拡張」機能と，他面では，「総需要抑制策」という「景気抑

制」機能とを，その局面展開の特殊性に対応して，まさしく「総合的」に，その

「役割作用」を果たしたのであり，その点で，その有機的総体性において，「資

本蓄積促進策」の代表として機能したのだ�　　�と。

［２］財政政策　ついで「資本蓄積促進策」の２番目の側面を構成する②「財

政政策」９）へと視角を転回させよう。そこでまず第１は�「財政支出」動向（第

９表）が基本をなすが，最初に１つ目に（イ）「中央財政支出純計」（千億円）から

押さえていくと，それは次のようであった。すなわち，７０年＝１３７→７３年＝２２０

→７６年＝４０８→７９年＝６４５→８２年＝８３５と推移したから，途中に「総需要抑制策」

局面を織り込みつつも，その全体的な拡張傾向には疑問はあり得ない。した

がって，「第１次石油危機」への不況対策を迫られた特に７３～７６年期を中心と

する「財政資金支出膨張基調」が読み取り可能であるから，その点で，７０年代

における，「財政資金膨張→有効需要創出→資本蓄積促進」という機能図式展
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開が明瞭であろう。まさにこの方向

からして，財政政策の「資本蓄積促進

策」役割が一目瞭然だが，次に２つ目

として，念のため，この点を（ロ）「政

府総支出の対���比」（％）からも確

認しておこう。そうすると，その比

率は例えば７６年＝２２�３→７２年＝２４�８

→７４年＝２６�９→７６年＝３０�１（第９表）

という軌跡を描くから，まさに見事

な単調増加トレンドが検出されてよ

い。こうしてこのベクトルから探っ

ても「財政ウエイトの拡大」は明確で

あって，７０年代財政の，「景気対策

的」な，その「有効需要創出＝資本蓄

積促進作用」には，もはや一点の疑念

もあるまい。

その場合，この「景気対策型・財政

支出拡張」の基軸が，３つ目に（ハ）

「公共事業費」にこそあるのは周知の

ことであろう。そこで，この「公共事

業費」（百億円，％）動向を追うと，

例えば７０年＝１４０（増加率１６�９）→７１

年＝１６６（１８�１）→７２年＝２１４（２９�０）→

７３年＝２８４（３２�３）→７４年＝２８４（０）→７５年＝２９０（２�４）→７６年＝３５２（２１�２）という

数字が拾える。一見して，「総需要抑制策」に絡む７３～７５年の停滞を例外とし

て，全体的には２０～３０％台にも達する，まさに顕著な増加テンポが浮上して

こよう。これこそ，「公共事業費→財政支出拡張→有効需要創出→資本蓄積促

進」という，７０年代・財政政策の基本構造に他なるまい。

しかし注意すべきは，以上のような財政機能は，第２にあくまでも�「赤字

国債激増」によってのみ可能になった�　　�というその枢軸点であろう。そこ

第９表　財政規模の推移

  ��������������（単位：億円）

政府総支出
政 府 財 貨
サービス購入

年度
対GNP
比　率

対GNP
比　率

２４.０
 ７８,６８６
（１０.３）

１８.８
 ６１,７７３
（１５.９）

昭和４０

２３.８
 ９１,３４７
（１６.１）

１８.４
 ７０,６７０
（１４.４）

４１

２３.４
１０６,１４８
（１６.２）

１８.１
 ８１,８８５
（１５.９）

４２

２２.７
１２０,８７４
（１３.９）

１７.４
 ９２,９１７
（１３.５）

４３

２１.９
１３６,６２６
（１３.０）

１６.６
１０３,６４８
（１１.５）

４４

２２.３
１６２,７７２
（１９.１）

１６.７
１２２,１６９
（１７.９）

４５

２３.７
１９３,６５３
（１９.０）

１８.１
１４７,９８１
（２１.１）

４６

２４.８
２３５,３２５
（２１.５）

１８.９
１７９,２０３
（２１.１）

４７

２４.２
２７９,７６０
（１８.９）

１８.２
２１０,０５８
（１７.２）

４８

２６.９
３６６,５２８
（３１.０）

１９.９
２７０,９１２
（２９.０）

４９

２９.３
４３６,３３１
（１９.０）

２０.９
３１１,１３１
（１４.８）

５０

３０.１
５０５,４００
（１５.８）

２０.８
３５０,０００
（１２.５）

５１

（資料）経済企画庁編『経済白書』昭和５１年版。
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で最初に１つ目に（イ）「国債発行額」（百億円）推移が前提をなすが，その数値

をフォローすると，７０年＝３８→７１年＝１２２→７２年＝２３１→７３年＝１８１→７４年＝

２１６→７５年＝５４７→７６年＝５４８（第10表）というラインを踏む。したがって，「ド

ル・ショック不況→石油危機」という経済危機を経験する度に公債累積が嵩上

げされていくといってよく，不況対策とのその対応関係が目立っている。つ

いで，この点を２つ目に（ロ）「公債依存度」（％）からも検証しておくと，４�６→

１２�６→１９�０→１１�９→１１�３→２６�３→２９�９（第10表）と変化する以上，特に「第１次石

油危機」以降での依存率上昇が取り分け目に付こう。まさしく国家財政全体を

挙げて「不況対策」に乗り出したわけであろう。

このようにみてよければ，最後に３つ目に，この「赤字国債」動向は結局（ハ）

第10表　一般会計国債の発行額と依存度の推移

  ���������������������������������（単位:億円，％）

４５４４４３４２４１昭和４０�����������年度
項目

４,３００４,９００６,４００８,０００７,３００－当　初

公債発行額 ３,８００４,５００４,７７７７,３１０７,３００２,５９０補正後

３,４７２４,１２６４,６２１７,０９４６,６５６１,９７２実　績

５.４７.２１０.９１６.２１６.９－当　初

公債依存度 ４.６６.４８.０１４.０１６.３６.９補正後

４.２５.９７.７１３.８１４.９５.２実　績

５１５０４９４８４７４６�����������年度
項目

７２,７５０
（３７,５００）

２０,０００２１,６００２３,４００１９,５００４,３００当　初

公債発行額
５４,８００
（２２,９００）

２１,６００１８,１００２３,１００１２,２００補正後

２１,６００１７,６６２１９,５００１１,８７１実　績

２９.９９.４１２.６１６.４１７.０４.５当　初

公債依存度 ２６.３１１.３１１.９１９.０１２.６補正後

１１.３１２.０１６.３１２.４実　績

（資料）大蔵省『財政金融統計月報』第２８９号，６頁より。
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こう「意義」付け可能だといってよい。つまり，７０年代における，「公債発行増

加＝公債依存度上昇」の明白な出現が確認されねばならないが，その構造的土

台には，「公債増大→赤字財政形成→財政支出拡張→有効需要創出→資本蓄積

促進」という論理が貫徹しており，したがって，７０年代財政政策は，「資本蓄

積促進策」のその不可欠な一環を構成した�　　�のだと。

以上を前提として，この７０年代・財政政策体系を，第３に�「景気調整機

能」という側面からも集約しておこう。そこで最初は１つ目として（イ）「景気

拡張作用」から入ると，まず�その「意図」が問題となるが，それが「調整イン

フレ政策」の一環たる「景気対策」的指向に立脚していたのはいうまでもない。

つまり，「円切り上げ阻止」を睨んだ景気引き上げ策であった点は当然であっ

て，特に「ドル・ショック不況」や「石油危機不況」の克服策として重要視され

たのは周知の通りである。そうであれば，この「景気拡張作用」のまず第１パ

ターンが最初に�「公共事業費の膨張」に求められるのは自明である。という

のも，この公共事業費支出が，景気拡張作用としての大きな波及効果という

点で評価されたからであって，例えば，７０年度補正予算以降は「列島改造予

算」に至るまで，公共事業費水準は，一般会計規模全体を引き上げつつその顕

著な増額を維持し続けた。そのうえで，財政政策が発揮した，「景気拡張作

用」の第２パターンは�「財投の増大」ではないか。というよりもむしろ，公共

事業費を中心とした財政支出の拡張は，一般会計プロパーだけによっては自

ずと限界があったというべきであり，したがって，「公共事業費の膨張」自体

が「財投増大」によってこそ支えられていた�　　�という連関こそが枢要と

いってよい。例えば，「ドル・ショック不況」や「石油危機不況」への対策に関

連して，この「財投増加」ルート」が，その財源的裏付けとして決定的役割を果

たした点に疑問の余地はあり得まい。

しかしそれだけではない。他方２つ目に，財政政策の（ロ）「景気抑制作用」

もまた無視はできず，最初に�その「意図」としては，繰り返し指摘した「総需

要抑制策」との関わりが大きい。すなわち，「狂乱インフレ―資源制約」に直面

して発動された「総需要抑制策」の主要な一環として，金融政策と合体しなが

ら「有効需要形成の削減」が試行されたわけであり，「資本蓄積―景気」のむし

ろ抑制こそが目指された。そこでこの「景気抑制作用」の第１パターンは�「緊
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縮予算の遂行」に他ならない。その場合，この範疇には「一般会計伸び率縮小・

財投伸び率圧縮・公共事業費減額」などが総合的に含まれるが，まさにこの操

作による財政規模トータルの全体的な切り詰めを通してこそ，「財政ルート」

を経由した「有効需要量の削減」が追及されたわけであろう。そしてそのうえ

で，第２の「抑制パターン」として，特に「公共事業」に関して，�その「契約・

執行の凍結・繰り延べ」などという「手続き調整」さえもが実行された。まさし

く「非常時型緊縮財政・運営」こそが進行したといってよく，その中で，極め

て典型的な「景気抑制作用」が発現していく。

そうであれば最後に３つ目に，７０年代・財政政策の「景気調整機能」は結局

以下のように（ハ）「総括」可能だと思われる。すなわち，財政政策は７０年代・

景気動向の乱高下に対応しつつ，まず一面で，特に「調整インフレ政策」体系

の中では，「景気対策」の基本的一環として「景気拡張作用」を強力に発動した。

しかしそれだけではなく，ついで他面では，「インフレ対策」を主要目的とし

た「総需要抑制政策」型役割の担い手にも位置づけられて，ここでは一転して，

むしろ「景気抑制作用」をこそ発揮した。こうして，７０年代財政政策は，まさ

に「景気拡張―抑制」の両作用を，全体的「景気調整機能」として現実化したと

集約でき，したがってその点に，「資本蓄積促進策」としての，その性格が現

出していよう。

［３］産業政策　最後に，「資本蓄積促進策」の３番目は③「産業政策」１０）だと

いってよい。といっても，高度成長期とは異なって，７０年代・産業政策の展

開例はそう多くはないが，差し当たりまず第１に�「為替政策」が重要であろ

う。そこでまず１つ目に，（イ）その「背景」だが，いうまでもなく「貿易黒字累

積→国際的な円切り上げ圧力」こそが大きい。すなわち，取り分け７０年代に入

ると，日本に対する開放圧力・円切り上げ圧力は急速に高まるが，にもかか

わらず，政府・日銀・産業界は，足並みを揃えて「円切り上げ絶対回避」のス

タンスを固持し続けた。のみならず，７１年５月，大量の短資流入に直面して

西ドイツが「暫定フロート」に移行し，いよいよ円切り上げが必至となっても，

この「円切り上げ回避」方針はなおも堅持され，むしろそれへ向けた「産業政

策」こそが着手されるに至る。
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したがって２つ目として，「切り上げ回避型・産業政策」の（ロ）「展開」が問

題となるが，それは「第１次円対策８項目」という形で提起された。すなわち，

外国からの要求を考慮しながら，「輸出指向型経済の転換」をアピールする「産

業政策」に他ならないが，そこには以下のような「雑多な項目」がぶち込まれて

いた。具体的には，「輸入自由化促進・特恵関税の早期実施・関税引き下げの

推進・資本自由化の促進・非関税障壁の整理・経済協力の推進・輸出の正常

化・財政金融の機動的運営」，などであるが，その「総花的性格」には驚きを禁

じ得ない。まさに総体的な「産業政策のプラン提示」とみるべきではないか。

そのうえで３つ目に，では（ハ）その「帰結」はどうか。以上のような日本の

思惑と対応にもかかわらず，周知の７１年８月１６日の「ドル・ショック」によっ

て円は一時的に変動相場制へ移るが，その後，日本による，何段階かの代替

策提示を経て，最終的には，１２月１７日の�１０でスミソニアン・レートの合意

をみた。すなわち，日本は１６�８８％切り上げの３０８円レートに帰着を余儀なく

されるが，しかし，日本政府はその後も「円再切り上げ絶対回避」方針を掲げ

続け，「拡大均衡型・経済運営スタンス」・「金融緩和措置の着手」・「為替管理

の緩和措置」�　　�という，「開放型・産業政策」への傾斜を急速に加速させて

いった。要するに，この「為替政策」が，７０年代資本蓄積の制度的大枠を「円相

場」の方向から組織的にサポートしたという意味で，その「産業政策」的役割を

担ったことは否定できまい。

ついで「産業政策」の第２としては�「石油危機対策」が指摘されてよい。そ

こで，まず１つ目に（イ）その「背景」から入ると，いま直前にみたドル・ショッ

クに追い討ちをかけるように，７３年秋には「第１次石油危機」が勃発する。す

なわち，７３年１０月の第４次中東戦争を契機として，アラブ産油国は，対イス

ラエル報復を目的とした，「原油公示価格の大幅引き上げ・原油生産削減・非

友好国への輸出禁止」などを発動した。そして，このような措置が日本経済へ

甚大な打撃を与えたのは当然であり，高度成長の過程で著しい「石油依存・石

油多消費型」体質になり切っていた日本経済に対しては，まさに「石油危機」と

して波及していく以外にはなかった。緊急避難型「産業政策」が要請された所

以である。

そこで２つ目として（ロ）その「内容」へ移ると，まず以下のような「石油依
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存」の深刻な現実が問題をなす。つまり，日本の場合，例えば，「第１次エネ

ルギー供給に占める石油の比重７８％」（７３年，以下同），「実質���１単位当た

り石油消費量０�５１１」，「エネルギー消費中の産業部門比率５６％」，「石油輸入依

存度９９�７％」などという数字が拾えるのであるが，これらが，欧米先進諸国と

比較して顕著に高かったのは周知のことであった。そして，それが故に日本

への衝撃はそれだけ大きく，すでに始動していたインフレに火を点けつつ，

石油関連製品を筆頭にして小売物価・卸売物価の凄まじい騰貴を招くことと

なる。まさに「狂乱物価」（７４年２月，卸売物価上昇率対前年比３７％）と命名さ

れる以外になかったが，それに直面して，政府は，「緊急石油対策推進本部」

を設置して以下のような「産業政策」実施を余儀なくされたといってよい。例

えば，「官公庁の石油・電力節約実施」，「百貨店・スーパーの営業時間短縮」，

「深夜テレビの放送自粛」，「ネオン節約・エレベーター使用削減」，「マイカー

自粛」，などのキャンペーンを打ち出した。いわば間接的な「産業政策」展開に他

なるまい。こうして経済隘路の総合的調整を目指した「産業政策」が作動していく。

そのうえで最後に３つ目に，このような「石油危機対処型・産業政策」の（ハ）

その「意義」が興味深い。というのも，この石油危機が日本経済に与えた衝撃

は，単に「循環的」なものではなくいわば「構造的」なものであり，したがって，

それに対応して発動されたこの「産業政策」自体も，ある意味でその「構造的性

格」を免れ得なかった�　　�からに他ならない。つづめていえば，まず原油価

格の大幅騰貴が「価格体系とコスト構成」に関わる不可逆的な変質を引き起こ

したが，ついで，だからこそそれを前提として，それに対処すべく発動された，

この「石油危機型・産業政策」は，「石油依存・エネルギー多消費・素材型産業」

の後退を，まさに政策的に「誘導」するという帰結をもたらした�　　�のだと。

最後に，「産業政策」の第３として�「開発政策」にも簡単にふれておきたい。

そこで１つ目に（イ）その「背景」から入ると，すでに別の機会に詳述した通り，

「地域開発政策」は６０年代・高度成長期にその頂点を経験し，その後，当面の

７０年代にはほぼ一定の沈静化をみたといえた。まさにそのような経過の中に

あって，７０年代にいわば傑出して目立った展開を示した例こそ周知の「列島

改造論」ではないか。そこで２つ目に（ロ）その「位置づけ」にまで進むと，いう

までもなくこれは，７２年７月に登場した田中角栄内閣を代表する政策スロー
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ガンに他ならないが，７０年代・低成長局面にあって，それが，資本蓄積の基

礎基盤に対してその総合的促進作用を及ぼしたという点で，この「改造論」は，

７０年代における「開発政策型・産業政策」の，文字通りまさしくその代表ケー

スをなした。それを前提として，３つ目に（ハ）その「内容」へ立ち入ると，具体

的には以下のような点にこそそのポイントが集約されてよい。すなわち，「工

業再配置・新２５万都市建設・高速交通手段整備」を基本柱にしつつ，それを土

台にしながら，全国的な開発構想の進展が目指された�　　�と図式化できよう。

その結果，企業の先行的な土地投機が噴出し，そこから地価と物価の急上昇

が進んだのはいまや周知の事実であって，「インフレと公害の全国的蔓延」こ

そが帰結をみた。まさにその点でも，低成長期・資本蓄積に対してその総合

的刺激作用を付与した�　　�という方向からは１つの特有な「産業政策」とし

て理解可能であり，したがってその意味で，「資本蓄積促進策」における，１つ

の「歪んだタイプ」だと整理できよう。

おわりに 　　 全体的総括

以上のような考察を下敷きにして，最後に，「日本型・現代資本主義の『変

質』」という視角から全体を総括していきたい。そこでまず第１論点は（Ⅰ）「前

提的命題」に他ならず，日本資本主義は，６０年代全般の「高度成長過程」を経て，

概ね７０年代全体において「低成長経済への移行」を余儀なくされた。もう一歩

具体的に示せば，まず一面で�経済過程においては，「７１年ドル・ショック不

況→７３年第１次石油危機不況→７９年第２次石油危機不況」という経過で，「不

況と物価高」の同時進行に呻吟する「スタグフレーション」に直面する以外に

なかった。そしてその結果，「生産・投資・雇用・所得・消費」各側面におけ

る停滞に直面したから，まさにこの７０年代こそ，日本経済の「低成長局面」＝

「経済的危機局面」であったことには多言を要しまい。そのうえで他面で�政

治過程においては，このような「経済的危機」とも連動して，極めて乱高下的

な「体制抗争」が進展したとみてよく，基本的には，７０年代前半の「革新自治体

拡大→政治危機増大」と，その後半における「自民党ダブル選挙勝利→政治危

機緩和」とが，極めて明確な対照形においてその進行をみた。したがってそう
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であれば，総合的には，�７０年代「体制組織化」全体の帰結としては，「経済的

危機」を「国家の体制組織化機能」によって一応は克服しつつ，その帰結として，

一定の「体制組織化の再構築」実現こそが現出していった�　　�とこそ集約可能

ではないか。

そうであれば，次に第２論点としては�その現実的な「展開命題」が直ちに

問題となり，以上のような「体制組織化の再構築」を可能にした，「組織化機能」

の現実的展開こそが明確化されねばなるまい。そう考えると，それは以下の

２方向から提示可能であって，まず第１ベクトルとしてはいうまでもなく�

「階級宥和策」の効果が絶大であって，やや具体的に示せば，①「臨調・民営化

路線に体制的に裏付けされた，同盟・���に代表される『超・協調主義的労資

関係』の完成」，②「『福祉元年』に象徴される社会保障体制の一定の進展」，③

「『スト権・スト敗北』の帰結としての，資本対抗型・労働運動の消滅」，など

がいわば容易に指摘可能ではないか。要するに，「国家―企業」連合システム

に立脚した，「階級宥和策」展開がその決定的な奏効をみたという他はない。

しかしそれだけではない。他方，�「資本蓄積促進策」がその独自な役割を有

効に果たした点も明瞭であって，�　　�低成長経済に制約されて量的には不十

分だとはしても�　　�例えば①「日銀信用の弾力的発動による発券量の拡張」，

②「赤字国債を財源とした財政支出の膨張」，③「景気動向と敏感に連動した金

融・財政作用調節に基づく『有効需要の総合的調節』」（第11表），などはその

代表パターンとして重要であろう。こうして，「体制組織化の７０年代再構築」

に果たした，「階級宥和策」・「資本蓄積促進策」両機能のその決定的な役割が

一目瞭然だが，そうであれば，�その「７０年代型特徴」にも改めて強く注意を

払わないわけにはいかない。というのも，６０年代・高度成長期と総体的に比

較して，この７０年代型・体制組織化作用にあっては，一方での，財政・金融

を基軸とした「資本蓄積促進策」の�　　�「低成長化」束縛に起因した�　　�「弱体

化」と，他方での，�　　�その「補完」をこそ意図した�　　�「労資関係・労働運動・

社会保障」を焦点とする「階級宥和策」の，その「強力化・浸透化」が取り分け目

立つからに他ならない。要するに７０年代には，「体制組織化様式」の一定の「変

質」が進んだわけであり，結局その点で，「日本型・現代資本主義」における新

局面の登場が出現してくる。
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したがって，最後に第３論点こそ（Ⅲ）「結論的命題」が提起可能となろう。

そこでまず最初に�「現代資本主義の定義」１１）を確認しておくと，�　　�他の機

会に繰り返し指摘した通り�　　�その枢要点は，「資本主義の体制的危機にお

ける，『階級宥和策』および『資本蓄積促進策』を手段とした，資本主義延命を

目指す『反革命体制』」という点にこそあるが，そうであれば，この「定義」を基

準にすれば，「７０年代・日本資本主義」が，まさに「現代資本主義の１ヴァリエー

ション」以外ではないのは自明といってよい。しかしさらに留意すべきは，そ

のうえで，�それが「現代資本主義の如何なる『歴史段階的類型』に帰属するの

か」という論点であって，もう一段具体的に発問すれば，「高度成長期＝日本

型・現代資本主義の『確立』」１２）に対して，「７０年代型」にはどのような「規定性」

を与え得るのか�　　�とパラフレーズされてもよい。このように考えれば，そ

れへの「解答」もいまや明白であって，この「７０年代型」にあっては，すでに検

出したように，「階級宥和策」および「資本蓄積促進策」それぞれの個別論点に

おいて，「６０年代型」からの無視し得ない相違が明瞭である�　　�例えば，①「協

調的労資関係における『成立・開始→定着・深化』」，②「労働運動における『労

第11表　マネーサプライ（暦年）

  ����������������������������������（単位:億円）

マネーサプライ末残
M２＋CDM１年末 預金通貨現金通貨 M３＋CDM２＋CDM１

１６.９１６.８５４２,３７３１６２,６１７５０,９７８２１３,５９５昭和４５
（％）

２４.３２９.７６７３,９８２２１７,３５４５９,５７７２７６,９３１４６
２５.０２４.７２４.７８４０,４０５２６８,２００７７,０６１３４５,２６１４７
１８.８１６.８１６.８９８１,８８５３１１,９８２９１,１３３４０３,１１５４８
１３.７１１.５１１.５１,０９４,９４３３４２,２０３１０７,３０９４４９,５１２４９
１６.５１４.５１１.１１,２５３,３０４３８３,７０１１１５,７８６４９９,４８７５０

１５.４１３.５１２.５１,４２２,４８７４３３,２１０１２８,５８１５６１,７９１５１
１３.４１１.１８.２１,５８０,３３１４６６,６４３１４１,２２４６０７,８６７５２
１４.０１３.１１３.４１,７８７,２０１５２６,６９９１６２,５９０６８９,２８９５３
１０.８９.１３.０１,９５０,１２９５３９,６８２１７０,５１９７１０,２０１５４
９.５７.２－２.０２,０８９,８５９５２０,９７４１７４,７５３６９５,７２７５５
９.５７.２－２.０２,０８９,８５９５２０,９７４１７４,７５３６９５,７２７５５

（資料）前掲『日本金融年表・統計』１７３頁。
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資対抗→体制内化』」，③「社会保障における『未整備→充実化』」，④「財政金融

政策における『健全財政立脚→赤字財政依存』」など�　　�とともに，さらに，

これら両者の「力学バランス」に今や決定的な差異が発現している以上，「７０年

代型」においては，「確立」型「規定性」を明らかに超えて，まさしくその「変質」

領域に入った�　　�と性格づけられる以外にはない。要するに「７０年代型」にお

ける「変質過程」１３）の進行である。

つづめていえば最終的には，�こう「結論」されるべきであろう。すなわち，

この「７０年代低成長期・日本資本主義」は，その「６０年代・高度成長期＝確立

期」を経た上で，具体的には，「階級宥和策・資本蓄積促進策の『変質化』」をこ

そその根拠にしつつ，「日本型・現代資本主義」の，まさにその「変質過程局

面」そのものに当たっている�　　�のだと。

１）拙稿「高度経済成長と日本型現代資本主義の確立」（『金沢大学経済論集』第２９巻第２

号，２００９年）。

２）７０年代・政治過程の展開に関しては，石川真澄『戦後政治構造論』（日本評論社，１９７８

年），金原左門他『講座�現代資本主義国家』２・３（大月書店，１９８０年），田口富久治

編著『ケインズ主義的福祉国家』（青木書店，１９８９年），などがある。国家論との内的

関係が興味深い。

３）７０年代・低成長期の経済過程全般については，例えば森武麿他『現代日本経済史』（有

斐閣，１９９３年），中村隆英『現代日本経済史』（岩波書店，１９９５年），橋本寿朗他『現代

日本経済』（有斐閣，１９８９年）をみよ。さらに拙稿「低成長経済への移行と景気変動過

程」（『金沢大学経済学部論集』第２８巻第２号，２００８年）において資本蓄積構造のその

全体像を検討した。

４）この局面の景気変動についてはあまり多くの文献はないが，例えば，大内力編『現代

の景気と恐慌』（有斐閣選書，１９７８年），鈴木・公文・上山『資本主義と不況』（有斐閣

選書，１９７８年），武井・岡本・石垣編著『景気循環の理論』（時潮社，１９８３年），などを

参照のこと。

５）低成長期・労資関係の新展開については，熊沢誠『日本的経営の明暗』（筑摩書房，

１９８９年），上井喜彦『労働組合の職場規制』（東大出版会，１９９４年），兵藤�『労働の戦

後史』下（東大出版会，１９９７年），などが，分析視点の，その歴史性かつ総体性におい

て優れている。

６）７０年代の労働運動に関しては，まず全体的には兵藤『現代の労働運動』（東大出版会，

１９８１年）が参考になろう。また特に「スト権スト」については，清水慎三編『戦後労働
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組合運動史』（日本評論社，１９８２年）および労働争議史研究会『日本の労働争議』（東大

出版会，１９９１年）が参照されるべきだし，さらに「少数派組合」に貴重な光を当てた優

れた業績としては，何よりも河西宏祐『少数派労働組合運動論』（日本評論社，１９９０

年）が検討に値しよう。

７）いわゆる「福祉元年」を中心とする７０年代・社会保障の展開に関しては，以下をみら

れたい。社会保障研究所編『社会福祉改革論』上・下（東大出版会，１９８４年），東大社

研編『転換期の福祉国家』下（東大出版会，１９８８年），横山・田多編著『日本社会保障の

歴史』（学文社，１９９１年）など。社会保障制度に関するそのダイナミックな変動プロセ

スが特に目立つ。

８）金融政策の立ち入った展開については比較的数多くの文献があるが，大島清監修『総

説日本経済』２（東大出版会，１９８７年），鈴木淑夫『日本経済と金融』（東洋経済新報社，

１９８１年），石見徹『日本経済と国際金融』（東大出版会，１９９５年），などを差し当たり参

照のこと。

９）７０年代局面の財政政策を検討したものとしては，中島将隆『日本の国債管理政策』（東

洋経済新報社，１９７７年），和田八束『日本財政論』（日本評論社，１９７９年），武田・林編

『現代日本の財政金融』Ⅲ（東大出版会，１９８５年），などがその代表作として参照に値

しよう。

１０）産業政策についての文献は多くはないが，例えば，鎌倉孝夫『スタグフレーション』

（河出書房新社，１９８７年），佐藤定幸『日米経済摩擦の構造』（有斐閣，１９８７年），下平

尾勲『円高と金融自由化の経済学』（新評論，１９８７年），などが多面的な考察の一応の

参考にはなる。

１１）現代資本主義の基本構造に関しては，すでに拙著『現代資本主義の史的構造』（御茶の

水書房，２００８年）においてその全体像を提示した。また現代資本主義においてその決

定的枢軸点をなす「現代資本主義国家」については，拙著『資本主義国家の理論』（御茶

の水書房，２００７年）を参照されたい。国家理論体系上におけるその位置づけが重要課

題をなしている。

１２）高度成長期における「体制組織化作用」の基本システムに関しては，拙稿「高度経済成

長と日本型現代資本主義の確立」（『金沢大学経済論集』第２９巻第２号，２００９年）にお

いてすでに検討を終えた。それとの体系的比較の中でこそ，「７０年代型」の特質がみ

えてこよう。

１３）その場合，その「変質根拠」もいまや明白であって，�　　�繰り返し確認した通り�　　

その基軸が，「７０年代・日本資本主義の『体制的危機』」における，その「深度とスタイ

ル」の，「６０年代型」からの「変容」にこそあるのは当然であろう。まさにこの関連にお

いて，「現代資本主義＝体制的危機への『反革命』的対応」という定式が改めて実証さ

れている。


